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也

は
じ
め
に

1　

貴
族
と
し
て
の
出
自
と
家
族
の
記
憶

2　

フ
ラ
ン
ス
政
治
に
お
け
る
知
識
人
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
立
場

3　

力
な
き
自
由
主
義
政
治
家
と
し
て

お
わ
り
に

は
じ
め
に

政
治
家
を
志
す
理
由
に
は
様
々
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
社
会
的
な
影
響
力
を
獲
得
す
る
た
め
に
政
治
家
を
志
望
す
る
と

い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
影
響
力
を
得
る
だ
け
で
あ
れ
ば
別
に
政
治
家
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
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あ
え
て
政
治
家
を
目
指
す
人
が
絶
え
な
い
理
由
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
有
力
な
も
の
と
し
て
政
治
家
が
持
つ
特
異
な
権
能
を
挙
げ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
政
治
家
に
は
、
自
ら
の
理
念
や
構
想
を
社
会
や
政
治
に
お
い
て
実
現
す
る
こ
と
の
で
き
る
具
体
的
な
権
力
と

権
威
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
政
治
家
に
関
す
る
評
価
は
、
自
ら
の
考
え
を
具
体
化
す
る
こ
と
が
で
き
た

か
否
か
に
よ
っ
て
最
終
的
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。

ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ルA

lexis de T
ocqueville

（
一
八
〇
五
│
五
九
）
は
政
治
思
想
家
や
歴
史
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、

彼
は
一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
政
治
家
で
も
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
一
八
三
九
年
の
初
当
選
以
来
、
一
八
五
一
年
に
発
生
し
た

ル
イ
＝
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
ク
ー
デ
タ
ま
で
立
法
部
の
議
員
を
務
め
、
そ
の
間
短
期
間
な
が
ら
も
外
務
大
臣
の
要
職
も
務
め
て

い
る
（
一
八
四
九
年
六
月
二
日
〜
一
一
月
一
六
日

（
1
）

）。
し
か
し
、
政
治
家
と
し
て
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
注
目
が
集
ま
る
こ
と
は
決
し
て
多
く
な
い
。

そ
の
理
由
は
、
先
述
の
評
価
基
準
に
照
ら
し
合
わ
せ
た
時
、
彼
の
政
治
家
と
し
て
の
業
績
が
そ
の
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
と
見
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
性
格
や
そ
の
政
治
思
想
、
そ
し
て
彼
が
置
か
れ
た
時
代
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、
政
治
家
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の

歩
み
を
た
ど
っ
て
い
き
た
い
。
ま
ず
彼
の
生
ま
れ
育
っ
た
家
庭
環
境
や
そ
こ
で
受
け
た
教
育
等
か
ら
彼
の
人
物
的
特
徴
を
概
観
す
る
。
次

い
で
、
フ
ラ
ン
ス
政
治
に
お
け
る
知
識
人
の
位
置
と
い
う
点
か
ら
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
状
況
に
お
け
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
立
場
に
つ

い
て
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
自
由
主
義
の
政
治
的
文
脈
に
お
い
て
政
治
家
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
い
か
に
立
ち
振
る
舞
っ
た

か
を
見
る
。
最
後
に
、
政
治
家
と
し
て
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
注
目
さ
れ
な
い
原
因
を
考
究
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
政
治
家
に
求
め
ら
れ
る
役

割
と
資
質
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い

（
2
）

。
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1　

貴
族
と
し
て
の
出
自
と
家
族
の
記
憶

ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
こ
の
世
に
生
を
享
け
た
の
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
の
第
一
帝
政
が
始
ま
っ
た
翌
年
の
一
八
〇
五
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

彼
の
生
家
ク
レ
レ
ル
家
は
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
伝
統
的
貴
族
の
家
系
で
あ
る
。
父
エ
ル
ヴ
ェH

ervé-B
onaventure de T

ocqueville

（
一
七
七
二
│
一
八
五
六
）
は
地
方
貴
族
の
子
弟
の
例
に
漏
れ
ず
軍
人
、
そ
し
て
地
方
領
主
と
い
う
貴
族
の
伝
統
に
則
っ
て
人
生
を
歩
ん
で

い
く
こ
と
を
考
え
る
が
、
そ
こ
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
発
生
す
る
。
そ
し
て
エ
ル
ヴ
ェ
の
妻
で
あ
る
ル
イ
ー
ズL

ouise-M
adeleine-

M
arguerite L

e P
eletier de R

osanbo

（
一
七
七
一
│
一
八
三
六
）
の
存
在
が
、
革
命
下
に
お
け
る
ク
レ
レ
ル
家
の
立
場
を
さ
ら
に
複
雑

な
も
の
に
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
貴
族
は
大
き
く
二
種
類
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
つ
が
帯
剣
貴
族
（noblesse d ’épée

）
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ

が
法
服
貴
族
（noblesse de robe

）
で
あ
る
。
帯
剣
貴
族
は
封
建
時
代
以
来
の
伝
統
を
誇
る
貴
族
階
級
で
あ
り
、
彼
ら
は
宮
廷
に
参
内
し

て
国
王
に
侍じ

す
る
か
、
地
方
領
主
と
し
て
所
領
の
統
治
に
当
た
る
者
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
法
服
貴
族
は
、
高
等
法
院

（parlem
ent

）
を
活
動
拠
点
と
す
る
官
僚
的
・
専
門
職
的
な
新
興
貴
族
階
級
の
こ
と
で
あ
る
。
高
等
法
院
は
き
わ
め
て
広
範
で
強
力
な
権

限
を
有
し
て
い
た

（
3
）

。
そ
の
権
限
と
し
て
は
、
第
一
に
民
事
・
刑
事
・
行
政
に
関
す
る
一
切
の
裁
判
権
限
（
司
法
権
）
が
、
第
二
に
治
安
維

持
や
行
政
全
般
に
わ
た
る
指
導
権
限
（
行
政
権
）
が
あ
り
、
そ
し
て
第
三
に
事
実
上
立
法
行
為
に
該
当
す
る
法
規
院
的
判
決
お
よ
び
法
の

登
録
・
建
白
に
関
す
る
権
限
（
立
法
権
）
が
あ
っ
た
。
な
か
で
も
特
筆
す
べ
き
は
法
の
登
録
に
関
す
る
権
限
で
あ
り
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス

に
お
い
て
は
勅
令
で
あ
っ
て
も
高
等
法
院
が
公
開
法
廷
を
開
き
、
自
ら
の
登
録
簿
に
朗
読
の
上
で
記
録
す
る
と
い
う
手
続
き
を
経
な
い
限

り
、
法
的
効
力
を
持
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
六
〇
四
年
、
国
王
ア
ン
リ
四
世
は
創
始
間
も
な
い
ブ
ル
ボ
ン
朝
の
財
政
基
盤
を
確
立
す
る
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た
め
に
ポ
ー
レ
ッ
ト
法
を
発
令
し
た
。
こ
れ
は
一
定
の
年
税
と
引
き
替
え
に
官
職
の
売
買
と
そ
の
世
襲
保
有
を
認
め
る
法
で
あ
り
、
国
庫

収
入
の
増
大
を
目
的
と
し
て
い
た
が
、
同
時
に
高
等
法
院
を
は
じ
め
と
す
る
王
の
行
政
機
構
に
官
職
を
購
入
し
た
裕
福
な
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
を

組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
王
権
に
反
抗
的
な
帯
剣
貴
族
を
牽
制
す
る
と
い
う
意
図
も
あ
っ
た

（
4
）

。

王
権
が
帯
剣
貴
族
の
抑
え
込
み
を
図
っ
た
背
景
に
は
、
帯
剣
貴
族
が
王
に
と
っ
て
の
抵
抗
者
だ
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
一
六
世
紀

初
頭
の
フ
ラ
ン
ス
に
は
す
で
に
、
君
主
の
恣
意
的
な
権
力
行
使
に
対
し
て
は
、
慣
習
法
の
集
積
と
し
て
の
基
本
法
（lois fondam

entales

）

に
よ
っ
て
一
定
の
制
度
的
制
限
を
課
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
思
考
が
存
在
し
て
お
り
、
貴
族
は
全

国
三
部
会
に
代
表
さ
れ
る
身
分
制
議
会
に
お
け
る
臣
民
中
の
第
一
等
と
い
う
立
場
か
ら
国
王
に
対
す
る
制
限
を
実
際
に
行
う
主
体
だ
と
考

え
ら
れ
て
い
た

（
5
）

。
そ
の
た
め
、
貴
族
た
ち
か
ら
見
る
と
、
絶
対
王
政
と
は
彼
ら
が
慣
習
的
に
享
受
し
て
き
た
特
権
を
蹂
躙
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
究
極
的
に
は
君
主
に
先
行
し
て
存
在
し
て
い
る
は
ず
の
政
治
共
同
体
の
規
範
を
侵
犯
す
る
暴
君
的
（tyranique

）
で
専
制
的

（despotique

）
な
体
制
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
、
王
権
に
対
す
る
抵
抗
者
と
し
て
の
帯
剣
貴
族
の
矜
持
を
支
え
て

い
た
も
の
は
、
自
身
が
実
際
に
統
治
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
自
負
で
あ
っ
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
貴
族
の
大

権
、
独
立
し
た
法
廷
の
権
威
、
同
業
組
合
の
権
利
や
地
方
の
特
権
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
語
る
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
は
公
権
力
の
衝
撃

を
和
ら
げ
て
、
国
民
の
中
で
抵
抗
の
精
神
を
支
え
た

（
6
）

」、「
貴
族
身
分
が
力
を
有
し
て
い
た
間
、
い
や
、
力
を
失
っ
た
後
も
長
き
に
わ
た

り
、
貴
族
の
名
誉
心
は
個
人
の
抵
抗
に
異
常
な
力
を
付
与
し
た
。
／
こ
の
と
き
力
も
な
い
の
に
、
自
分
一
個
の
価
値
を
高
く
見
積
も
っ
て
、

公
権
力
の
圧
力
に
対
し
て
あ
え
て
孤
立
無
援
の
抵
抗
に
出
る
人
々
が
い
た

（
7
）

」。
封
建
時
代
以
来
、
貴
族
が
自
身
の
権
威
と
権
力
の
根
拠
と

し
て
依
拠
す
る
の
は
所
領
と
そ
れ
を
実
際
に
統
治
し
て
い
る
と
い
う
実
績
で
あ
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
王
権
の
存
在
は
む
し
ろ
障
害
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
貴
族
の
権
力
は
自
ら
が
自
ら
の
土
地
を
支
配
す
る
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
自
己
完
結
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
権
威

四
〇
〇
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の
源
泉
は
自
生
的
で
あ
る
。
自
ら
の
権
力
と
権
威
に
関
す
る
貴
族
の
自
己
完
結
性
は
王
権
に
対
す
る
貴
族
た
ち
の
抵
抗
の
精
神
を
生
み
出

し
、
実
際
に
度
々
彼
ら
は
反
乱
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
帯
剣
貴
族
と
対
抗
す
る
た
め
に
ア
ン
リ
四
世
が
導
入
し
た
法
服
貴
族
も
、
当
初
の
意
図
に
反
し
て
王
権
に
害
を
な
す
存
在

へ
と
変
化
し
て
い
く
。
一
六
一
四
年
以
降
、
全
国
三
部
会
が
事
実
上
停
止
さ
れ
る
と
、
高
等
法
院
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
王
国
基
本
法
を

体
現
す
る
担
い
手
と
し
て
の
自
覚
を
強
め
、
む
し
ろ
制
限
君
主
政
の
理
念
の
理
論
化
に
積
極
的
に
努
め
る
よ
う
に
な
る

（
8
）

。
た
と
え
ば
、

一
六
四
八
年
に
発
生
し
た
フ
ロ
ン
ド
の
乱
は
、
財
政
悪
化
に
悩
ん
で
い
た
王
権
に
よ
る
ポ
ー
レ
ッ
ト
法
廃
止
と
俸
給
の
支
払
い
停
止
と
い

う
財
政
再
建
策
に
対
す
る
高
等
法
院
の
抵
抗
を
き
っ
か
け
と
し
て
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
端
緒
も
一
七
八
八
年
以
降
に
推

進
さ
れ
た
王
権
に
よ
る
財
政
改
革
に
対
す
る
、
高
等
法
院
を
中
心
と
し
た
反
対
運
動
に
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
帯
剣
貴
族
へ
の
対
抗
上
、

王
権
に
よ
っ
て
誕
生
さ
せ
ら
れ
た
は
ず
の
法
服
貴
族
で
あ
っ
た
が
、
元
々
の
意
図
と
は
反
対
に
、
既
得
権
を
手
に
入
れ
た
彼
ら
は
そ
れ
を

盾
に
自
律
的
に
行
動
す
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
加
え
て
旧
来
の
貴
族
と
並
ぶ
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
擁
護
者
を
自
任
す

る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、
最
終
的
に
は
王
権
に
と
っ
て
の
最
大
の
障
害
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
母
と
な
る
ル
イ
ー
ズ
は

こ
の
法
服
貴
族
の
家
系
に
生
ま
れ
た
。

ル
イ
ー
ズ
の
家
系
に
つ
い
て
、
も
う
ひ
と
つ
記
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
彼
女
の
祖
父
が
マ
ル
ゼ
ル
ブC

hrétien-

G
uillaum

e de L
am

oignon de M
alesherbes

（
一
七
二
一
│
一
七
九
四
）
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
高
位
の
法
服
貴
族
で
あ
っ
た
マ
ル

ゼ
ル
ブ
は
一
七
五
〇
年
に
出
版
統
制
局
長
と
な
る
が
、
そ
の
役
職
の
目
的
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
思
想
の
自
由
と
討
論
の
自
由
は
人
間

の
精
神
の
進
歩
に
資
す
る
も
の
だ
と
確
信
し
て
い
た

（
9
）

。
そ
の
た
め
、
彼
は
規
制
対
象
で
あ
る
は
ず
の
百
科
全
書
派
や
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ

ク
・
ル
ソ
ー
の
価
値
を
見
出
し
、
そ
の
活
動
を
陰
で
支
援
す
る
。
他
方
、
大
革
命
後
に
行
わ
れ
た
ル
イ
一
六
世
の
裁
判
に
際
し
て
は
、
そ

四
〇
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の
弁
護
人
を
買
っ
て
出
て
い
る
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
マ
ル
ゼ
ル
ブ
は
革
命
政
権
に
よ
っ
て
捕
縛
さ
れ
、
ル
イ
一
六
世
と
同
様
に
処

刑
さ
れ
て
い
る
。
マ
ル
ゼ
ル
ブ
の
逮
捕
時
、
そ
の
孫
娘
で
あ
る
ル
イ
ー
ズ
と
す
で
に
結
婚
し
て
い
た
エ
ル
ヴ
ェ
も
囚
わ
れ
の
身
と
な
り
、

一
七
九
四
年
七
月
の
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
ク
ー
デ
タ
に
よ
っ
て
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
が
終
わ
る
ま
で
獄
に
つ
な
が
れ
た
。
こ
の
経
験
は
ト
ク

ヴ
ィ
ル
夫
妻
の
精
神
に
大
き
な
爪
痕
を
残
す
こ
と
に
な
る
。
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ャ
ル
ダ
ン
は
、
エ
ル
ヴ
ェ
は
獄
中
生
活
中
に
自
身
の
頭
髪
が

真
っ
白
に
な
っ
て
し
ま
う
経
験
を
記
し
て
い
る

（
10
）

。
ま
た
、
同
じ
く
ジ
ャ
ル
ダ
ン
は
、
解
放
後
の
ル
イ
ー
ズ
に
見
ら
れ
た
偏
頭
痛
や
抑
鬱
症

状
、
ま
た
過
度
な
浪
費
癖
等
の
原
因
は
革
命
期
の
経
験
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
ク
レ
レ
ル
家
の
家
庭
の
雰
囲
気
は

陰
鬱
な
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。

革
命
が
終
息
す
る
と
、
エ
ル
ヴ
ェ
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
第
一
帝
政
が
始
ま
っ
た
一
八
〇
四
年
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
イ
ユ
市
長
に
就
任
す
る
。
そ
し

て
一
八
一
四
年
に
ブ
ル
ボ
ン
朝
が
復
活
す
る
と
、
そ
れ
を
奉
じ
る
正
統
王
朝
派
（légitim

iste

）
で
あ
る
こ
と
を
自
他
共
に
認
め
て
い
た
エ

ル
ヴ
ェ
は
各
県
知
事
を
歴
任
し
、
一
八
二
七
年
に
は
貴
族
院
議
員
に
も
任
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

（
11
）

。

革
命
か
ら
ま
だ
日
も
浅
い
時
期
、
正
統
王
朝
派
の
父
と
革
命
に
よ
っ
て
心
の
傷
を
負
っ
た
母
に
よ
っ
て
営
ま
れ
た
家
庭
生
活
は
、
生
活

様
式
の
み
な
ら
ず
精
神
面
に
お
い
て
も
貴
族
の
伝
統
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

ク
レ
レ
ル
家
の
信
仰
は
い
か
に
も
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
貴
族
ら
し
い
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
内
面
を
考
え
る
場
合
に

見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
が
ル
ス
ィ
ウ
ー
ル
師
と
い
う
老
神
父
の
存
在
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
家
庭
教
師
で
あ
り
、
父
エ
ル
ヴ
ェ
の
宗

教
的
な
師
も
務
め
た
こ
の
神
父
は
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
で
は
な
か
っ
た
が
、
き
わ
め
て
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
的
な
信
仰
心
を
持
つ
人
物
で
あ
っ

た
（
12
）

。一
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
最
大
の
宗
教
論
争
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
神
学
者
ヤ
ン
セ
ン
を
祖
と
す
る
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
を
巡
る
論
争

四
〇
二
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で
あ
っ
た

（
13
）

。
王
権
と
の
関
係
構
築
に
成
功
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
に
対
し
て
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
は
パ
リ
郊
外
の
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
修
道

院
を
拠
点
と
し
て
主
と
し
て
貴
族
の
間
に
浸
透
し
て
い
た

（
14
）

。
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
の
源
流
に
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
恩
寵
論
が
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
人
間
は
神
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
神
は
人
間
の
劫
罰
や
救
済
を
恣
意
的
に
決
定
す
る
こ
と
可
能
で
あ
り
、
人

間
の
偉
大
さ
は
そ
の
よ
う
な
神
の
全
能
性
を
受
け
容
れ
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
見
解
は
、
人
間
の
自
由
意
志
や

自
ら
の
救
済
の
た
め
に
神
と
協
働
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
の
能
力
を
認
め
る
イ
エ
ズ
ス
会
の
考
え
方
と
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
た

（
15
）

。

ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
の
強
烈
な
原
罪
観
と
恩
寵
観
は
ル
タ
ー
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
ら
の
思
想
と
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
結
果
と
し
て
教

会
の
軽
視
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
過
度
の
内
省
的
信
仰
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
教
会
の
外
に
救
い
な
し
」（extra ecclesiam

 

nulla salus

）
と
考
え
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
と
っ
て
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
を
逸
脱
し
た
異
端
的
存
在
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
神
学
的
・
宗
教
的
対
立
だ
け
で
な
く
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
は
政
治
的
対
立
に
も
関
係
す
る
よ
う
に
な
る
。
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム

は
高
等
法
院
に
深
く
浸
透
し
て
お
り
、
多
く
の
法
服
貴
族
が
こ
れ
を
信
奉
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
高
等
法
院
が
以
前
か
ら
主
張
し
て
い

た
、
教
皇
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
王
権
の
優
位
を
主
張
す
る
「
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
」（G

allicanism
e

）
と
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
が
結
び
付
く
と
い

う
事
態
が
生
じ
て
い
た

（
16
）

。
ロ
ー
マ
教
皇
（
庁
）
に
忠
誠
を
示
す
「
ウ
ル
ト
ラ
モ
ン
タ
ニ
ス
ム
」（ultram

ontanism

）
の
性
格
が
強
い
イ
エ
ズ

ス
会
は
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
派
の
高
等
法
院
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
へ
の
忠
誠
か
ロ
ー
マ
教
皇
へ
の
忠
誠
か
を
事
あ
る
ご
と
に
問
わ
れ
る

こ
と
に
な
り
、
イ
エ
ズ
ス
会
と
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
の
対
立
は
政
治
問
題
化
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
複
雑
な
経
緯
を
経
て
、
宗
教
的
に
は
ヤ

ン
セ
ン
の
思
想
は
古
代
の
異
端
の
復
活
で
あ
る
と
い
う
一
六
四
三
年
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
非
難
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
政
治
的
に
は
フ
ラ

ン
ス
王
権
に
よ
る
一
七
一
一
年
の
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
修
道
院
の
破
却
に
よ
っ
て
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
は
壊
滅
さ
せ
ら
れ
る

（
17
）

。

し
か
し
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
は
完
全
に
根
絶
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ブ
レ
ー
ズ
・
パ
ス
カ
ル
に
代
表
さ
れ
る
ジ
ャ
ン
セ

四
〇
三
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ニ
ス
ト
の
著
作
を
経
由
し
て
、
そ
の
思
想
的
内
実
は
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
い
た
。
そ
し
て
ル
ス
ィ
ウ
ー
ル
師
も
そ
の
影
響
を
受
け
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
ジ
ャ
ル
ダ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
ル
ス
ィ
ウ
ー
ル
師
か
ら
の
感
化
に
よ
っ
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
人
間
の
尊
厳
と
い
う
も
の
を

意
識
す
る
よ
う
に
な
り
、
本
能
的
な
欲
求
と
の
格
闘
な
し
に
自
由
を
行
使
す
る
の
は
破
滅
へ
の
道
に
向
か
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
悲
観
主

義
が
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
内
面
に
は
育
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
る

（
18
）

。
ま
た
、
ジ
ャ
ル
ダ
ン
同
様
に
浩
瀚
な
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
評
伝
を

著
し
た
ヒ
ュ
ー
・
ブ
ロ
ー
ガ
ン
も
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
パ
ス
カ
ル
に
心
酔
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
い
る

（
19
）

。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
信
仰
心
に
つ
い

て
は
、
彼
に
関
す
る
研
究
の
中
で
も
議
論
が
絶
え
な
い
部
分
で
あ
る
。
ま
た
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
で
あ
っ
た
か
を
判
断
す

る
こ
と
も
困
難
で
あ
る

（
20
）

。
た
だ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
い
え
る
こ
と
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
思
想
に
は
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
と
共
通
す
る
、
人
間

の
限
界
に
対
す
る
悲
観
的
評
価
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
の
啓
蒙
思
想
が
主
と
し
て
楽
観
的
な
人
間
観
に
立
っ
て
楽
観
的

な
社
会
建
設
を
構
想
し
て
い
た
の
に
対
し
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
思
想
の
根
底
に
は
人
間
の
卑
弱
さ
に
つ
い
て
の
洞
察
が
あ
り
、
そ
の
弱
さ
の

た
め
に
人
間
が
逸
脱
や
暴
走
を
働
く
こ
と
へ
の
懸
念
が
あ
る
。
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
は
人
間
に
つ
き
ま
と
う
限
界
の
克
服
を
神
に
期
待
し
た

が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
そ
れ
を
人
間
の
営
為
と
し
て
の
政
治
に
託
す
。
つ
ま
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
は
、
人
間
の
限
界
を
人
間
の
営

み
に
よ
っ
て
克
服
す
る
と
い
う
矛
盾
的
な
意
図
の
上
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
内
容
か
ら
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
人
物
的
特
徴
を
考
え
た
場
合
に
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
彼
が
貴
族
の
系
譜
の
中
で
育
ち
、
そ

れ
を
自
負
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
帯
剣
貴
族
と
法
服
貴
族
と
い
う
二
つ
の
系
譜
の
双
方
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
貴
族
と
し
て
の
色
濃

い
伝
統
を
継
承
し
て
い
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
可
能
性
を
追
求
し
な
が
ら
も
、
貴
族
の
意
義
を
否
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
た
だ
、
そ
れ
は
王
の
廷
臣
や
特
権
的
世
襲
階
級
と
し
て
の
貴
族
で
は
な
く
、
具
体
的
か
つ
日
常
的
に
社
会
・
政
治
活
動
に
携
わ
っ
て

い
る
「
統
治
を
行
う
人
間
集
団

（
21
）

」
と
し
て
の
貴
族
の
自
覚
で
あ
り
、
ま
た
強
大
な
王
権
の
専
制
に
対
し
て
躊
躇
す
る
こ
と
の
な
い
抵
抗
者

四
〇
四
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と
し
て
の
貴
族
の
自
覚
で
あ
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
巡
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
と
は
平
等
化
に
起
因
す
る
個
人
主
義

（individualism
e

）
と
無
関
心
（apathie

）
に
陥
っ
た
人
々
が
市
民
と
し
て
の
主
体
性
に
覚
醒
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ

で
目
標
と
さ
れ
て
い
る
主
体
的
市
民
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
い
う
真
の
貴
族
の
像
と
重
な
る
。
彼
に
と
っ
て
貴
族
と
い
う
存
在
は
、
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
に
対
置
さ
れ
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
市
民
の
姿
を
構
想
す
る
上
で
の
範
型
と
し
て
の
意
味
を
有
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
内
面
的
特
徴
の
第
二
の
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
革
命
や
暴
動
に
対
す
る
嫌
悪
感
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
二

月
革
命
の
折
に
暴
徒
を
目
撃
し
た
際
、
戦
意
を
示
し
て
い
る
者
は
直
ち
に
殺
せ
と
周
囲
に
語
っ
て
い
る

（
22
）

。
後
に
な
っ
て
か
ら
彼
は
こ
の
発

言
を
反
省
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
彼
か
ら
こ
の
よ
う
な
乱
暴
な
発
言
が
思
わ
ず
口
を
つ
い
て
出
て
き
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
重
く
見
た
い
。

革
命
の
た
め
に
心
身
を
傷
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
に
長
く
苦
し
め
ら
れ
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
家
族
の
忌
ま
わ
し
い
記
憶
に
よ
っ
て
、
彼
の
心
中
に

暴
力
革
命
や
そ
れ
に
狂
奔
す
る
民
衆
に
対
す
る
強
烈
な
嫌
悪
感
が
醸
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

そ
し
て
第
三
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
一
種
の
諦て

い

観か
ん

で
あ
る
。
母
ル
イ
ー
ズ
の
抑
鬱
症
状
に
つ
い
て
は
す
で
に
記
し
た
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
自

身
も
神
経
過
敏
で
、
そ
の
頑
健
と
は
い
え
な
い
体
調
に
合
わ
せ
て
躁
鬱
状
態
を
繰
り
返
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る

（
23
）

。
そ
の
た
め
な
の
か
、
ま

た
は
幼
少
年
期
に
受
け
た
老
神
父
の
影
響
な
の
か
、
そ
れ
と
も
パ
ス
カ
ル
ら
の
著
作
の
せ
い
な
の
か
は
と
も
か
く
、
避
け
難
い
現
状
や
既

発
の
事
態
を
ま
ず
は
従

し
ょ
う

容よ
う

と
し
て
受
け
容
れ
る
と
い
う
精
神
的
態
度
が
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
は
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
心
底
に
は
逸
脱
や

過
剰
と
い
っ
た
人
間
の
限
界
に
対
す
る
悲
観
も
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
、
彼
が
「
神
の
御み

業わ
ざ

」
（
24
）

と
評
し
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で

あ
っ
た
。

た
だ
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
は
悲
観
を
悲
観
の
ま
ま
に
は
放
置
し
な
い
。
彼
は
人
間
の
限
界
を
痛
感
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、

四
〇
五
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最
終
的
に
は
人
間
の
営
為
に
一い

ち

縷る

の
望
み
を
託
す
。
す
な
わ
ち
、
悲
観
や
諦
観
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
現
実
を
直
視
す
る
際
の
最
も
重

要
な
動
機
付
け
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
思
索
の
大
前
提
で
あ
っ
た
。

2　

フ
ラ
ン
ス
政
治
に
お
け
る
知
識
人
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
立
場

ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
社
会
的
に
名
を
あ
げ
た
最
大
の
要
因
は
、
一
八
三
五
年
の
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』（
第
一
巻
）
の
成
功
に
あ
っ

た
。
こ
の
本
は
正
確
な
発
行
部
数
が
わ
か
ら
な
く
な
る
ほ
ど
の
成
功
を
収
め
た
。
ま
た
、
こ
の
書
は
単
に
部
数
を
誇
っ
た
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
論
壇
に
様
々
な
議
論
を
巻
き
起
こ
す
ほ
ど
の
社
会
的
な
衝
撃
力
を
備
え
て
い
た

（
25
）

。
こ

の
成
功
は
ま
ず
は
知
識
人
・
文
筆
家
と
し
て
の
栄
誉
を
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
も
た
ら
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
学
士
院
（Institut de F

rance
）
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
（A

cadém
ie française

）、
碑
文
・
文
芸
ア
カ
デ
ミ
ー

（A
cadém

ie des inscriptions et belles-lettres
）、
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
（A

cadém
ie des sciences

）、
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
（A

cadém
ie des 

beaux-arts

）、
そ
し
て
道
徳
・
政
治
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
（A

cadém
ie des sciences m

orales et politiques

）
と
い
う
五
つ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
最
古
の
伝
統
と
最
高
の
格
式
を
誇
る
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
純
粋
な
保
全
の
た
め
に
宰
相
リ
シ
ュ

リ
ュ
ー
が
創
設
し
た
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
で
あ
り
、
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
に
は
「
不
死
の
者
」（L

es Im
m
otels

）
と
い
う
称
号
が

与
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
に
よ
る
不
朽
の
学
問
的
功
績
を
讃
え
る
も
の
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
国
家
に
お
い
て
彼
ら

が
い
か
に
尊
敬
の
的
に
な
っ
て
い
る
か
を
示
し
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
一
八
四
一
年
に
は
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
会
員
に
選
ば

れ
る
こ
と
に
な
る
が

（
26
）

、
下
院
議
員
当
選
前
の
一
八
三
八
年
に
は
す
で
に
道
徳
・
政
治
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
に
選
出
さ
れ
て
お
り

（
27
）

、
そ
れ

だ
け
を
と
っ
て
も
彼
の
学
識
を
証
明
す
る
に
は
十
分
で
あ
っ
た

（
28
）

。

四
〇
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（
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本
）

（
九
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三
）

フ
ラ
ン
ス
だ
け
で
な
く
、
世
界
的
に
見
て
も
、
政
治
家
が
書
物
を
発
表
す
る
こ
と
は
珍
し
く
は
な
い
。
だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ

の
政
治
家
が
回
顧
録
を
、
ま
た
近
年
の
日
本
の
政
治
家
が
自
己
宣
伝
や
自
身
の
政
策
宣
伝
の
類
を
発
表
す
る
こ
と
が
目
に
つ
く
の
に
対
し

て
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
家
に
特
徴
的
な
こ
と
は
理
論
的
・
哲
学
的
な
歴
史
書
や
人
物
評
伝
等
を
著
す
者
が
少
な
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
ら
の
中
に
は
趣
味
の
レ
ベ
ル
を
超
え
る
、
専
門
的
で
理
論
的
、
ま
た
思
索
的
な
大
著
も
少
な
く
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・

ギ
ゾ
ーF

rançois G
uizot

（
一
七
八
七
│
一
八
七
四
）
は
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
史
』H

istoire d
e la civilisation

 en
 E

u
rope

（
一
八
二
八
）
等
の
歴
史
書
を
著
し
、
パ
リ
大
学
で
歴
史
学
講
座
を
受
け
持
っ
て
い
た
。
新
米
判
事
だ
っ
た
若
き
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
週
に
一
度

は
親
友
と
夕
食
を
と
り
な
が
ら
、
共
に
ギ
ゾ
ー
の
著
作
を
学
び
、
毎
週
土
曜
日
に
は
勤
務
地
で
あ
る
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
パ
リ

ま
で
出
向
い
て
彼
の
講
座
を
聴
講
し
て
い
た

（
29
）

。
ギ
ゾ
ー
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
関
係
の
詳
細
に
つ
い
て
は
後
に
譲
る
。
ま
た
、
ギ
ゾ
ー
の
政
治

上
の
好
敵
手
で
あ
り
、
後
に
第
三
共
和
制
の
初
代
大
統
領
を
務
め
る
こ
と
に
な
る
ア
ド
ル
フ
・
テ
ィ
エ
ー
ルA

dolphe T
heir

（
一
七
九
七
│
一
八
七
七
）
も
歴
史
家
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
や
第
一
帝
政
の
歴
史
や
共
産
主
義
に
関
す
る
多
く
の
著
作
を
残
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
一
九
世
紀
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
家
の
特
徴
と
し
て
今
日
で
も
連
綿
と
続
い
て
い
る
傾

向
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

（
30
）

。

こ
れ
を
ア
メ
リ
カ
と
比
較
し
て
み
た
い
。

斎
藤
眞
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
は
「
反
知
性
主
義
」
も
し
く
は
「
反
主
知
主
義
」（anti-intellectualism

）
が
存
在
す
る
が
、
そ

れ
は
反
〝
知
識
人
〞
主
義
で
は
あ
る
が
、
決
し
て
反
〝
知
識
〞
主
義
で
は
な
い

（
31
）

。
斎
藤
は
、
曾
祖
父
が
第
二
代
大
統
領
（
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ

ム
ズ
）、
祖
父
が
第
六
代
大
統
領
（
ジ
ョ
ン
・
ク
イ
ン
シ
ー
・
ア
ダ
ム
ズ
）
と
い
う
政
治
の
名
門
に
生
ま
れ
、
そ
し
て
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
歴

史
学
の
助
教
授
を
務
め
る
ほ
ど
俊
英
で
あ
り
な
が
ら
も
、
政
治
家
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ヘ
ン
リ
ー
・
ア
ダ
ム
ズ
の
自
伝
の
中
に

四
〇
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「
不
適
」（unfi t

）
と
い
う
言
葉
が
度
々
登
場
す
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る

（
32
）

。
貴
族
的
伝
統
が
色
濃
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
潜
在
的
パ
ワ
ー
・

エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
知
識
人
は
必
ず
し
も
顕
在
的
な
パ
ワ
ー
・
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
顕
在
的
な
パ
ワ
ー
・
エ
リ
ー
ト

で
あ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
知
は
、
具
体
的
な
力
と
は
無
関
係
に
、
そ
れ
自
体
価
値
を
有

し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
貴
族
的
伝
統
の
な
い
ア
メ
リ
カ
で
は
知
は
具
体
的
な
力
と
な
る
こ
と
で
初
め
て
価
値
を
持
ち
、
潜
在
的
な
エ

リ
ー
ト
は
顕
在
的
な
エ
リ
ー
ト
と
な
っ
て
初
め
て
真
に
エ
リ
ー
ト
た
り
う
る
。
斎
藤
は
知
識
お
よ
び
知
識
人
の
評
価
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ

と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
相
違
を
こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
も
フ
ラ
ン
ス
は
い
さ
さ
か
様
子
を
異
に
す
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
一
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
民
衆
の
憎
悪
の
対
象
と
し
て
は
何
よ
り
も
貴
族
が
、
そ
し
て
富
裕
層
が
存
在
し
て
い

た
た
め
に
、
人
々
の
批
判
が
直
線
的
に
知
識
人
に
向
か
う
こ
と
が
な
か
っ
た
。
次
い
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
い
ず
れ
の
立
場
に
も
そ
れ
な
り

の
知
識
人
が
存
在
し
、
各
陣
営
に
お
け
る
理
論
武
装
の
中
核
を
担
っ
て
い
た
こ
と
も
、
知
識
人
が
尊
重
さ
れ
て
い
た
理
由
と
し
て
考
え
ら

れ
る
。
さ
ら
に
大
革
命
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
頻
繁
に
政
治
体
制
が
変
わ
り
、
そ
の
都
度
新
た
な
政
治
の
枠
組
み
が
構
想
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
た
め
、
知
識
人
を
求
め
る
需
要
が
継
続
的
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
彼
ら
が
高
く
遇
さ
れ
て
い
た
背
景
と
し
て
推
測
さ
れ

る
。
加
え
て
、
こ
の
頃
一
般
民
衆
の
間
に
急
速
に
広
が
っ
た
教
育
熱
に
よ
っ
て
、
知
識
人
に
対
す
る
敬
慕
の
念
が
高
め
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
も
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
知
識
人
と
反
知
識
人
と
い
う
単
純
な
二
項
対
立
構
造
は
生
ま
れ
ず
、
知
識
人
の
言

説
が
机
上
の
空
論
で
あ
る
と
一
笑
に
付
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
事
態
は
生
じ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
反
対
に
、
学
問
研
究
に
お
け
る
実
績
や

人
文
的
素
養
は
現
実
の
政
治
に
も
有
用
な
知
識
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
は
政
治
家
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
肯

定
的
に
働
い
た

（
33
）

。

た
だ
、
裏
返
し
て
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
政
治
風
土
に
お
い
て
は
、
優
れ
た
知
性
の
持
ち
主
で
あ
る
と
い
う
そ
の
一
点
だ
け
で
は
優
れ

四
〇
八



デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
革
命
の
な
か
で　

政
治
家
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
肖
像
（
杉
本
）

（
九
二
五
）

た
政
治
家
と
し
て
の
条
件
に
は
な
り
え
な
い
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
知
識
人
に
は
「
友
人
が
ほ

と
ん
ど
な
く
、
味
方
は
ま
っ
た
く
い
な
か
っ
た

（
34
）

」
と
い
う
状
況
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
反
対
に
一
定
以
上
の
数
の
政
治
家
が
一
定
以
上

の
知
性
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
は
知
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
優
位
性
を
低
下
さ
せ
て
し
ま
う
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
フ
ラ

ン
ス
で
も
政
治
家
に
は
政
治
家
と
し
て
の
政
治
能
力
は
必
要
な
の
で
あ
る
。
知
識
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
政
治
家
と
し
て
の
能
力
も

併
せ
持
つ
野
心
的
な
知
識
人
に
と
っ
て
は
政
治
へ
の
道
を
開
く
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
だ
け
を
も
っ
て
知
識
人
に
政
治
的

な
成
功
を
約
束
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

た
だ
、
そ
れ
で
も
一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
政
治
に
お
け
る
知
識
人
の
占
め
る
位
置
は
特
筆
に
値
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
語
る
際
、
ロ
マ

ン
主
義
と
い
う
当
時
の
有
力
な
思
潮
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ロ
マ
ン
主
義
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に
お
い
て
様
々
な
形
で
展
開
さ

れ
て
い
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
マ
ン
主
義
に
特
徴
的
な
こ
と
は
そ
れ
が
政
治
や
社
会
の
「
現
実
」
と
密
接
に
結
び
付
い
て
い
た
こ
と
で
あ

る
（
35
）

。
復
古
王
政
期
に
お
い
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
親
戚
で
も
あ
る
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ンF

rançois-R
enée de C

hateaubriand

（
一
七
六
八

│
一
八
四
八
）
や
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ーV

ictor H
ugo

（
一
八
〇
二
│
一
八
八
五
）
ら
ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
は
、
ギ
ゾ
ー
ら
自
由
主
義
者
と

連
携
し
て
反
動
体
制
に
抵
抗
を
試
み
る
。
七
月
革
命
が
成
功
に
終
わ
り
、
自
由
主
義
が
体
制
化
・
秩
序
化
さ
れ
る
と
、
ロ
マ
ン
主
義
者
た

ち
は
自
由
主
義
者
と
袂
を
分
か
つ
こ
と
に
な
る
が
、
知
識
人
と
政
治
の
関
わ
り
を
考
え
る
上
で
こ
の
連
携
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。

大
学
と
い
う
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
身
を
置
く
ギ
ゾ
ー
、
文
筆
活
動
の
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
と
い
う
よ
う
に
、
復
古
王
政
末
期
の
フ
ラ
ン
ス
に

お
い
て
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
文
学
（
界
）
と
い
う
知
識
人
の
活
躍
の
場
は
そ
の
ま
ま
政
治
活
動
の
場
、
反
動
王
政
に
対
し
て
自
由
を
主
張

す
る
抵
抗
の
場
と
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ロ
マ
ン
主
義
の
運
動
を
経
て
、
知
識
人
は
理
想
を
描
く
構
想
者
と
し
て
、
社
会
を
包
括
的

に
考
察
す
る
と
共
に
現
実
の
矛
盾
に
厳
し
く
追
及
す
る
批
判
者
と
し
て
、
さ
ら
に
実
際
に
既
存
の
体
制
に
反
抗
す
る
抵
抗
者
と
し
て
の
自

四
〇
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ら
の
存
在
を
確
立
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
知
識
人
で
あ
る
こ
と
自
体
が
す
で
に
政
治
的
意
味
を
含
意
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
っ
た
。

本
節
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
世
に
出
る
こ
と
に
成
功
し
た
最
大
の
理
由
は
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
の

成
功
に
あ
る
。
こ
の
本
の
中
で
彼
は
「
こ
れ
を
著
す
に
あ
た
っ
て
、
い
か
な
る
党
派
に
仕
え
る
つ
も
り
も
な
く
、
ど
ん
な
党
派
と
闘
う
気

も
な
か
っ
た

（
36
）

」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
釈
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
自
体
が
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
知
的
意
思
表
明
に
は
必
然
的
に
何
ら
か
の
政
治
的
意
味
が
含
意
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
ア
メ

リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
を
通
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
意
味
を
広
く
紹
介
す
る
と
い
う
行
為
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
後
も
長
く
強
い
勢
力

を
持
っ
て
い
た
正
統
王
朝
派
に
対
す
る
、
そ
し
て
七
月
革
命
後
に
体
制
化
し
た
ギ
ゾ
ー
ら
の
自
由
主
義
に
対
す
る
批
判
を
内
包
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
構
想
し
、
批
判
す
る
、
抵
抗
す
る
知
識
人
の
姿
を
地
で
行
く
こ
と
に
な
る
。

3　

力
な
き
自
由
主
義
政
治
家
と
し
て

自
由
主
義
や
自
由
主
義
者
と
い
う
言
葉
は
、
時
代
と
場
所
、
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
様
々
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら

の
言
葉
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
事
前
に
一
定
の
定
義
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
時
代
、
す
な
わ
ち
一
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
自
由
主
義
と
は
、
ギ
ゾ
ー
に
代
表
さ
れ
る
「
ド
ク
ト
リ
ネ
ー

ル
」（D

octorinaires

）
の
主
張
し
た
自
由
主
義
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
特
徴
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
第
一
に
正
統
王
朝
派
に
対
す

る
中
道
左
派
的
立
場
、
第
二
に
穏
健
な
政
治
運
営
の
重
視
、
第
三
に
復
古
王
政
期
に
制
定
さ
れ
た
自
由
主
義
的
な
「
憲
章
」（C

harte

）

の
堅
持
、
そ
し
て
第
四
に
資
質
と
出
自
に
基
づ
く
イ
ギ
リ
ス
的
な
立
憲
主
義
へ
の
志
向
が
挙
げ
ら
れ
る

（
37
）

。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
主
導
し
た
の

四
一
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デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
革
命
の
な
か
で　

政
治
家
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
肖
像
（
杉
本
）

（
九
二
七
）

が
活
動
家
的
な
知
識
人
・
大
学
教
員
た
ち
と
自
由
主
義
的
貴
族
で
あ
っ
た
。
一
八
三
〇
年
の
七
月
革
命
に
よ
っ
て
ル
イ
＝
フ
ィ
リ
ッ
プ
を

君
主
と
す
る
オ
ル
レ
ア
ン
王
政
が
成
立
す
る
と
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ル
た
ち
は
一
転
し
て
体
制
派
と
な
り
、
親
ブ
ル
ボ
ン
的
な
旧
来
の
貴
族
階

級
に
反
発
し
て
い
た
新
興
勢
力
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
支
持
を
受
け
て
七
月
王
政
を
主
導
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

七
月
王
政
期
の
主
要
な
政
治
グ
ル
ー
プ
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
に
オ
ル
レ
ア
ン
王
政
に
お
い
て
体
制
派
と
な
っ
た
ド
ク
ト
リ

ネ
ー
ル
を
中
心
と
す
る
自
由
主
義
者
た
ち
が
い
る
。
そ
こ
に
は
ギ
ゾ
ー
派
、
テ
ィ
エ
ー
ル
派
、
そ
し
て
さ
ら
な
る
自
由
主
義
的
改
革
を
求

め
る
オ
デ
ィ
ロ
ン
・
バ
ロC

am
ille-H

yacinthe-O
dilon B

arrot

（
一
七
九
一
│
一
八
七
三
）
の
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
て
い
た
が
、
程
度
の

差
こ
そ
あ
れ
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
も
前
述
の
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ル
の
特
徴
が
該
当
し
て
い
た
。
第
二
に
ブ
ル
ボ
ン
朝
を
奉
じ
る
伝
統
的
な
貴

族
を
中
心
と
す
る
正
統
王
朝
派
が
こ
の
当
時
も
存
在
し
て
い
た
。
第
三
に
い
ま
だ
に
根
強
い
ナ
ポ
レ
オ
ン
人
気
に
支
え
ら
れ
、
庶
民
の
支

持
を
集
め
て
い
た
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ス
ト
が
お
り
、
第
四
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
理
念
を
尊
重
す
る
急
進
的
な
共
和
主
義
者
た
ち
が
い
た
。
こ

こ
ま
で
が
議
会
の
よ
う
な
正
式
な
政
治
の
場
に
そ
れ
な
り
の
勢
力
を
得
て
い
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
以
外
に
、
第
五
の
政
治
勢
力

と
し
て
、
グ
ラ
ン
ゼ
コ
ー
ル
で
あ
る
エ
コ
ー
ル
・
ポ
リ
テ
ク
ニ
ク
（
国
立
理
工
科
学
校
）
卒
業
生
ら
を
中
心
と
す
る
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者

が
お
り
、
さ
ら
に
第
六
と
し
て
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ブ
ラ
ン
キA

uguste B
lanqui

（
一
八
〇
五
│
一
八
八
一
）
の
よ
う
な
革
命
家
た
ち
が
い

た
。
多
く
の
政
治
勢
力
が
相
争
う
不
安
定
な
条
件
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
七
月
王
政
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
は
そ
れ
な
り
に
安
定
し
た

時
代
で
あ
っ
た
。
勅
選
の
上
院
と
制
限
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
下
院
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
二
院
制
議
会
と
国
王
を
両
輪
と
す
る
オ

ル
レ
ア
ン
型
議
院
内
閣
制
の
導
入
に
よ
っ
て
、
そ
れ
な
り
に
自
由
な
政
治
体
制
が
確
立
さ
れ
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
と
の
善
隣
は
革
命
以
来
の

対
外
緊
張
関
係
に
終
止
符
を
打
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的
安
定
を
背
景
に
、
フ
ラ
ン
ス
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
一
世
紀
近
く
の
遅
れ
を
と
っ

て
産
業
革
命
の
緒
に
つ
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
実
際
に
七
月
革
命
で
血
を
流
し
た
一
般
民
衆
の
疎
外
の
上

四
一
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
九
二
八
）

に
成
り
立
つ
も
の
で
も
あ
っ
た
。
一
八
三
一
年
四
月
の
選
挙
法
で
有
権
者
資
格
は
直
接
税
納
入
額
二
〇
〇
フ
ラ
ン
以
上
、
被
選
挙
権
資
格

は
五
〇
〇
フ
ラ
ン
以
上
へ
と
引
き
下
げ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
対
象
と
な
っ
た
の
は
当
時
の
人
口
三
、二
〇
〇
万
人
の
う
ち
の
わ
ず
か

一
六
万
七
、〇
〇
〇
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
大
規
模
公
共
事
業
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
経
済
は
大
き
く
成
長
し
た
が
、
そ
れ
ら
を
主

導
し
た
の
は
ロ
ー
ト
シ
ル
ト
（
ロ
ス
チ
ャ
イ
ル
ド
）
系
の
国
際
金
融
資
本
で
あ
り
、
中
小
事
業
者
の
た
め
の
金
融
シ
ス
テ
ム
整
備
や
一
般
民

衆
の
劣
悪
な
境
遇
の
改
善
は
打
ち
捨
て
ら
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
。
経
済
成
長
は
首
都
パ
リ
を
「
フ
ラ
ン
ス
第
一
の
工
業
都
市
に
つ
く
り
上
げ
、

労
働
者
と
い
う
全
く
新
た
な
人
々
を
引
き
寄
せ
た

（
38
）

」。
だ
が
、
七
月
王
政
が
、
工
業
化
や
都
市
化
、
そ
し
て
労
働
者
と
い
う
階
級
の
誕
生

と
い
う
新
た
な
事
態
に
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
七
月
王
政
の
指
導
者
た
ち
は
表
面
的
な
安
定
に
満
足
し
、
そ
の
奥
底
に
広

が
っ
て
い
た
民
衆
の
不
満
を
看
過
し
て
い
た
。

一
八
三
七
年
に
初
め
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
下
院
議
員
選
挙
に
立
候
補
す
る
。
こ
の
時
は
落
選
す
る
が
、
一
八
三
九
年
の
選
挙
で
は
ク
レ

レ
ル
家
の
地
元
で
あ
る
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
か
ら
出
馬
し
、
無
事
に
当
選
を
果
た
す
。
こ
の
頃
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
複
数
選
挙
区
で
の
出
馬
が

認
め
ら
れ
て
お
り
、
当
初
ト
ク
ヴ
ィ
ル
も
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
二
選
挙
区
の
他
に
、
父
エ
ル
ヴ
ェ
が
県
知
事
を
務
め
、
自
身
も
裁
判
官
と

し
て
暮
ら
し
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
、
そ
し
て
パ
リ
市
内
の
フ
ォ
ー
ブ
ー
ル
・
サ
ン
＝
ジ
ェ
ル
マ
ン
か
ら
も
出
馬
を
検
討
し
て
い
た
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
判
事
を
辞
め
た
後
も
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
の
人
々
と
の
人
間
関
係
を
維
持
し
て
い
た

（
39
）

。
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
は
バ

ル
ザ
ッ
ク
の
文
学
作
品
を
基
に
、
こ
の
頃
の
パ
リ
の
階
級
に
つ
い
て
、
第
一
に
肉
体
労
働
で
生
計
を
立
て
る
無
産
者
階
級
、
第
二
に
商
店

員
や
小
官
吏
、
銀
行
員
と
い
っ
た
「
小
市
民
階
級
の
構
成
分
子
」、
第
三
に
弁
護
士
や
医
者
、
企
業
家
や
銀
行
家
と
い
っ
た
上
層
の
中
産

階
級
、
そ
し
て
第
四
に
芸
術
家
と
い
う
四
層
構
造
で
描
い
て
い
る

（
40
）

。
現
在
で
も
高
級
住
宅
街
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
で
ト

ク
ヴ
ィ
ル
が
主
に
交
際
し
て
い
た
の
は
こ
の
う
ち
の
第
三
の
階
級
、
つ
ま
り
医
師
や
弁
護
士
、
教
員
と
い
っ
た
人
々
で
あ
っ
た
。
こ
の
階

四
一
二



デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
革
命
の
な
か
で　

政
治
家
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
肖
像
（
杉
本
）

（
九
二
九
）

級
に
つ
い
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
後
に
「
こ
の
精
神
〔
中
産
階
級
の
精
神
〕
は
活
動
的
で
器
用
さ
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
が
、
し
ば
し
ば
破

廉
恥
で
も
あ
る
。
全
体
と
し
て
は
生
真
面
目
だ
が
、
虚
栄
心
や
利
己
心
の
た
め
に
時
に
軽
率
で
、
気
質
と
し
て
は
臆
病
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ

る
面
で
穏
健
だ
が
、
物
質
的
な
満
足
を
求
め
る
時
だ
け
は
別
だ
。
そ
し
て
凡
庸
で
あ
る

（
41
）

」
と
そ
の
内
面
性
を
批
判
し
、
二
月
革
命
が
勃
発

し
て
し
ま
っ
た
原
因
の
ひ
と
つ
を
彼
ら
に
求
め
て
い
る
。
中
産
階
級
は
、
い
わ
ば
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
最
も
問
題
視
し
た
主
体
性
な
き
市
民
に

分
類
さ
れ
る
人
々
で
あ
っ
た
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
出
馬
を
検
討
し
て
い
た
も
う
ひ
と
つ
の
選
挙
区
で
あ
る
フ
ォ
ー
ブ
ー
ル
・
サ
ン
＝
ジ
ェ
ル
マ
ン
だ
が
、
こ
ち
ら
は
一
八

世
紀
よ
り
貴
族
の
住
む
最
高
級
の
街
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
プ
ル
ー
ス
ト
の
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
中
で
、
ゲ
ル
マ
ン
ト
公
爵

夫
人
が
華
麗
だ
が
、
虚
飾
に
満
ち
た
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
が
こ
の
街
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
イ
ギ
リ
ス
出
身
の
メ
ア
リ
ー
・
モ
ト

リ
ーM

ary M
ottley

（
一
七
九
九
│
一
八
六
四
）
と
の
新
婚
生
活
を
こ
の
貴
族
街
で
送
っ
た

（
42
）

。
元
々
が
貴
族
階
級
の
出
身
で
あ
る
ト
ク
ヴ
ィ

ル
に
と
っ
て
、
そ
こ
で
の
生
活
は
違
和
感
を
覚
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
実
際
の
所
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
夫
妻
に
と
っ
て
こ
の
地

の
居
心
地
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
と
い
う
著
作
の
意
図
の
ひ
と
つ
は
、
革
命
と
い

う
極
端
な
手
段
を
採
用
し
な
く
て
も
平
等
な
社
会
は
訪
れ
る
の
で
あ
り
、
仮
に
問
題
が
あ
っ
た
と
し
て
も
適
切
な
方
法
を
通
し
て
自
由
と

平
等
の
両
立
は
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、
ア
メ
リ
カ
で
の
実
例
を
あ
げ
て
証
明
す
る
点
に
あ
っ
た
。
と
は
い
う
も
の
の
、
革
命
か
ら
半
世
紀

ほ
ど
し
か
経
過
し
て
お
ら
ず
、
革
命
の
記
憶
が
過
去
の
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
フ
ラ
ン
ス
の
貴
族
階
級
の
中
で
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
肯

定
す
る
か
の
著
作
を
発
表
し
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
少
数
派
に
属
し
た

（
43
）

。

ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
、
フ
ォ
ー
ブ
ー
ル
・
サ
ン
＝
ジ
ェ
ル
マ
ン
か
ら
の
出
馬
を
あ
き
ら
め
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
縁
の
な

か
っ
た
〝
地
元
〞
の
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
か
ら
立
候
補
し
、
一
八
三
九
年
の
選
挙
で
下
院
議
員
に
当
選
す
る
。
彼
の
政
界
進
出
に
大
き
な
影

四
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
九
三
〇
）

響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
ピ
エ
ー
ル
＝
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
エ
＝
コ
ラ
ー
ルP

ierre-P
aul R

oyer-C
ollard

（
一
七
六
三
│
一
八
四
五
）
で
あ
っ

た
。
パ
リ
大
学
の
哲
学
史
の
教
授
で
あ
っ
た
彼
は
元
々
ギ
ゾ
ー
と
共
に
並
ぶ
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ル
の
中
心
的
人
物
で
あ
っ
た
が
、
七
月
王
政

成
立
以
降
は
こ
の
同
僚
と
訣
別
し
て
い
た
。
ロ
ワ
イ
エ
＝
コ
ラ
ー
ル
は
以
前
か
ら
ト
ク
ヴ
ィ
ル
を
見
知
っ
て
は
い
た
が
、『
ア
メ
リ
カ
の

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
を
読
ん
で
そ
の
才
能
に
気
付
い
て
以
後
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
を
サ
ロ
ン
に
紹
介
す
る
な
ど
し
て
、
熱
心
に
彼
が
世
に
出
る
手

助
け
を
し
た
。
そ
し
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
も
そ
れ
に
応
え
る
よ
う
に
、
ロ
ワ
イ
エ
＝
コ
ラ
ー
ル
に
敬
意
を
払
っ
て
い
た

（
44
）

。
ま
た
、
議
員
と
し
て

の
政
治
活
動
を
本
格
化
さ
せ
て
か
ら
は
、
基
本
的
に
は
無
所
属
の
立
場
を
と
り
な
が
ら
も
、
さ
ら
な
る
議
会
改
革
を
求
め
る
バ
ロ
と
緊
密

に
連
携
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
ロ
ワ
イ
エ
＝
コ
ラ
ー
ル
や
バ
ロ
ら
と
共
に
、
ギ
ゾ
ー
に
率
い
ら
れ
た
体
制
側
自
由
主

義
に
対
す
る
批
判
者
と
い
う
政
治
的
立
場
を
見
出
し
て
い
た
。

こ
の
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
で
浮
上
し
て
き
た
も
の
は
、「
社
会
」
の
存
在
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
も
そ
の
主
因
は
「
社
会
」
に
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
革
命
や
ア
メ
リ
カ
革
命
が
き
わ
め
て
「
政
治
」
的
な
革
命
で
あ
っ
た
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る

（
45
）

。
こ
の

「
社
会
」
へ
の
視
点
こ
そ
が
、
一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
政
治
に
お
い
て
政
治
家
た
ち
の
立
ち
位
置
を
決
定
す
る
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の

で
あ
っ
た
。
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ル
を
中
心
と
す
る
自
由
主
義
者
と
共
通
す
る
問
題
意
識
を
有
し
な
が
ら
も
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
彼
ら
と
完
全
に

一
致
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、「
社
会
」
に
対
す
る
見
解
が
相
違
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
当
時
の
主
要
な
政
治
グ
ル
ー
プ
が

抱
い
て
い
た
「
社
会
」
観
は
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
正
統
王
朝
派
は
「
社
会
」
の
存
在
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
。
だ
か

ら
こ
そ
、
彼
ら
は
警
察
力
や
軍
事
力
と
い
う
伝
統
的
な
「
政
治
」
の
手
段
の
み
を
用
い
て
「
社
会
」
か
ら
の
要
求
を
拒
絶
し
よ
う
と
し
た

が
、
か
え
っ
て
「
社
会
」
の
反
撃
に
あ
っ
て
大
革
命
と
七
月
革
命
と
い
う
二
つ
の
革
命
を
呼
び
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
七
月
王
政
の
体
制
派

で
あ
る
オ
ル
レ
ア
ニ
ス
ト
の
体
制
派
自
由
主
義
者
た
ち
は
「
社
会
」
の
存
在
は
認
識
し
て
い
た
し
、
そ
れ
こ
そ
が
自
ら
の
政
権
基
盤
だ
と

四
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考
え
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
譲
る
。
主
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
来
の
改
革
精
神
を
よ
り
徹
底
し
よ
う
と
す
る
グ
ル
ー
プ
と
改

革
派
の
自
由
主
義
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
共
和
派
も
、「
社
会
」
を
認
識
し
て
い
た
。
彼
ら
は
こ
の
頃
急
速
に
影
響
力
を
強
め
て

い
た
プ
レ
ス
を
最
大
限
利
用
し
て
、
大
規
模
か
つ
巧
み
な
世
論
形
成
を
通
し
て
、
勢
力
の
拡
大
を
図
っ
た
。
い
わ
ば
共
和
派
に
と
っ
て
の

「
社
会
」
と
は
「
世
論
」
で
あ
っ
た

（
46
）

。
社
会
主
義
者
も
も
ち
ろ
ん
「
社
会
」
を
重
視
し
て
い
た
が
、
そ
こ
で
い
わ
れ
て
い
た
「
社
会
」
と

は
産
業
を
中
心
と
す
る
「
経
済
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
初
期
社
会
主
義
が
目
指
し
た
の
は
産
業
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
、
よ

り
包
括
的
な
新
し
い
社
会
秩
序
の
再
構
成
で
あ
り

（
47
）

、
強
烈
な
下
部
構
造
論
を
主
張
す
る
後
の
マ
ル
ク
ス
主
義
と
は
趣
を
異
に
す
る
。

で
は
、
第
二
に
挙
げ
た
自
由
主
義
者
＝
オ
ル
レ
ア
ニ
ス
ト
の
「
社
会
」
観
に
つ
い
て
、
少
し
詳
し
く
考
え
て
み
た
い
。
彼
ら
の
考
え
た

「
社
会
」
と
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
階
級
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ギ
ゾ
ー
に
と
っ
て
、
歴
史
と
は
不
可
逆
的
に
進
歩
を
続
け
て
き
た
人
間
の

文
明
の
歴
史
で
あ
る
。
文
明
は
人
間
社
会
の
発
達
と
人
間
自
身
の
発
達
と
い
う
二
つ
の
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る

（
48
）

。
近
代
は
文
明
が
頂

点
を
迎
え
た
時
代
で
あ
り
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
中
核
的
存
在
と
な
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
こ
そ
が
「
社
会
」
の
支
配
者
た
る
べ
き
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
観
に
立
っ
て
ギ
ゾ
ー
が
構
想
し
た
の
が
、「
理
性
の
主
権
」（souveraineté de la raison

）
で
あ
る
。
こ
れ
は
フ
ラ

ン
ス
伝
統
の
主
観
主
義
的
な
主
権
概
念
を
放
棄
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
で
あ
り
な
が
ら
実
際
に
は
権
力
が
不
在
で
あ
る
か
の
よ
う
な
場
所

に
お
い
て
そ
れ
を
構
成
す
る
の
を
可
能
に
す
る
た
め
の
理
論
で
あ
っ
た

（
49
）

。
こ
の
考
え
方
は
「
社
会
的
に
組
織
化
さ
れ
た
主
権
」
と
い
う
概

念
や
「
社
会
的
知
性
」
に
よ
る
支
配
の
正
当
化
に
帰
着
し
、
社
会
に
お
け
る
政
府
の
役
割
は
パ
タ
ー
ナ
ル
な
も
の
と
な
る

（
50
）

。
こ
の
パ

タ
ー
ナ
ル
な
政
府
の
正
統
性
を
担
保
す
る
の
が
最
高
度
に
到
達
し
た
文
明
の
担
い
手
で
あ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
議

会
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
制
限
選
挙
は
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
理
性
の
主
権
」
の
理
論
に
お
い
て
、
社
会
に
対
す
る
権
力
の
影
響

の
増
大
と
権
力
に
対
す
る
社
会
の
影
響
の
増
大
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
政
治
的
か
つ
社
会
的
な
ひ
と
つ
の
現
象
の
裏
表
で
あ
り
、

四
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具
体
的
に
い
え
ば
そ
れ
は
生
ま
れ
な
が
ら
の
特
権
階
級
と
個
人
の
能
力
に
よ
っ
て
選
挙
権
を
与
え
ら
れ
た
人
（capacité

）
が
公
的
権
力

（pouvoir public

）
に
参
与
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た

（
51
）

。

近
代
の
議
会
制
は
複
雑
な
性
格
を
有
し
て
い
る
。
前
近
代
に
お
け
る
議
会
は
諸
身
分
の
利
害
を
代
表
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、

近
代
に
入
る
と
そ
れ
は
国
民
全
体
を
代
表
す
る
と
い
う
性
格
を
兼
ね
備
え
る
よ
う
に
な
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
近
代
の
議
会
制
に
は
多
元

的
諸
利
害
を
代
表
す
る
と
同
時
に
ひ
と
つ
の
国
民
と
い
う
観
念
を
代
表
す
る
と
い
う
二
つ
の
課
題
の
解
決
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

近
代
議
会
が
内
包
す
る
こ
の
両
義
性
は
代
表
制
に
は
市
民
の
能
動
性
と
受
動
性
と
い
う
二
重
の
意
味
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

（
52
）

。
ギ

ゾ
ー
は
近
代
議
会
が
抱
え
る
両
義
性
の
問
題
を
、「
社
会
」
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
理
性
と
い
う
概
念
と
そ
れ
を
体
現
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

ジ
ー
と
い
う
階
級
を
政
治
の
プ
ロ
セ
ス
に
組
み
込
む
こ
と
で
解
決
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
れ
は
議
会
制
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
議
会

が
そ
も
そ
も
内
包
し
て
い
る
前
近
代
的
性
格
を
克
服
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
と
い
う
点
で
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
ギ
ゾ
ー
ら

自
由
主
義
者
の
考
え
る
「
社
会
」
の
中
に
都
市
や
労
働
者
と
い
う
階
級
の
誕
生
と
い
う
新
た
な
フ
ァ
ク
タ
ー
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
が
、
致
命
的
な
問
題
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
労
働
者
階
級
は
ま
さ
に
「
社
会
」
問
題
の
只
中
に
取
り
残
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
彼
ら
に
は

そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段
が
何
ら
提
供
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
鬱
屈
し
た
感
情
が
革
命
を
求
め
る
激
情
へ
と
変
化
し
て
い
く
の

に
、
そ
れ
ほ
ど
の
時
間
は
か
か
ら
な
か
っ
た
。

大
き
く
は
自
由
主
義
の
系
譜
に
属
す
る
思
想
家
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
実
際
に
政
治
家
と
し
て
の
出
自
も
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
ト
ク
ヴ
ィ

ル
だ
が
、
彼
は
同
僚
の
自
由
主
義
派
政
治
家
た
ち
と
比
較
す
る
と
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
貧
困
問
題
に
高
い
関
心
を
示
し
て
い
た
。
彼
は

『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』（
第
一
巻
）
が
発
表
さ
れ
た
同
年
（
一
八
三
五
年
）
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
・
社
会
状
況
の
分
析
成
果
で
あ

る
『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』M

ém
oire su

r le pau
pérism

e

を
発
表
し
て
い
る
。
こ
こ
で
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
ま
ず
貧
困
の
問
題
を
人
間

四
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文
明
の
進
歩
か
ら
把
握
し
、
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
救
貧
制
度
に
論
及
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
貧
困
問
題
が
歴
史
の
流
れ
の
中
で
生

ま
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
解
決
は
決
し
て
容
易
な
も
の
で
は
な
い
。

だ
が
、
一
八
四
〇
年
代
に
入
り
、「
社
会
」
問
題
の
深
刻
化
を
危
惧
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
自
ら
と
同
じ
改
革
派
自
由
主

義
者
と
共
に
「
新
左
派
」（jeune gauche

）
と
い
う
政
治
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
社
会
政
策
を
構
想
す
る
。
彼
は
、
貧

者
や
生
活
必
需
品
に
対
す
る
税
の
免
除
や
所
有
資
産
に
対
す
る
累
進
課
税
の
導
入
、
貯
蓄
金
庫
（caisses d ’épargne

）
や
信
用
保
証
を
担

い
う
る
機
関
の
設
置
、
無
料
の
学
校
教
育
、
労
働
時
間
の
制
限
、
保
養
所
の
整
備
、
そ
し
て
相
互
扶
助
基
金
の
創
設
と
い
っ
た
幅
広
く
充

実
し
た
政
策
を
検
討
し
て
い
た

（
53
）

。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
国
家
権
力
が
民
衆
を
扶
育
す
る
よ
う
な
介
入
的
性
格
を
備
え
る
こ
と
を
強
く
警
戒
し
て
い
た
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に

よ
っ
て
原
子
化
さ
れ
た
人
々
は
、
唯
一
依
拠
で
き
る
も
の
と
し
て
国
家
を
見
出
し
、
そ
こ
に
隷
従
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
国
家
も
ま
た

か
つ
て
の
よ
う
に
強
権
的
に
力
を
行
使
す
る
の
で
は
な
く
、「
ほ
と
ん
ど
単
独
で
飢
え
た
人
々
に
パ
ン
を
与
え
、
病
人
を
救
護
、
収
容
し
、

遊
ん
で
い
る
も
の
に
仕
事
を
与
え
る
よ
う
に
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
災
厄
の
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
救
い
主

（
54
）

」
に
な
る
こ
と
で
自
ら
の
存
在
を
確
立

す
る
。
統
治
権
力
と
被
治
者
の
相
互
依
存
関
係
に
よ
っ
て
、
人
々
の
主
体
性
は
著
し
く
毀
傷
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は

少
な
く
と
も
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』（
第
二
巻
）
を
発
表
し
た
一
八
四
〇
年
頃
ま
で
は
、
社
会
政
策
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
社
会
政
策
を
検
討
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
は
、
自
身
の
予
測
を
は
る
か
に
上
回
る
速
度
と
規
模
で
「
社

会
」
が
変
質
し
て
い
っ
た
こ
と
に
気
付
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
、「
政
治
」
論
で
あ
る
以
上
に
「
社
会
」
論
で
あ
る
。
元
々
、「
社
会
」
は
個
人
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
進
む
に
つ
れ
て
社
会
は
自
律
性
を
備
え
る
よ
う
に
な
り
、「
社
会
」
を
構
成
し
て
い
た
は
ず
の

四
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個
人
も
こ
れ
を
統
御
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
関
心
は
、
独
自
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
持
っ
た
「
社
会
」
が
も
は
や
個

人
や
集
団
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
付
け
な
く
な
り
、
さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
そ
れ
が
個
人
や
集
団
を
抑
圧
す
る
危
険
性
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た

（
55
）

。
こ
の
よ
う
な
「
社
会
」
の
登
場
は
、「
政
治
」
に
と
っ
て
の
最
悪
の
脅
威
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
、「
政
治
」
が
《
人
為
》（nom

os

）
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
以
上
、
人
為
が
及
ば
な
い
、
い
わ
ば
究
極
の
《
自
然
》（physis

）

と
化
し
た
「
社
会
」
の
登
場
は
、「
政
治
」
の
破
壊
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。「
社
会
」
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
名
の
平
等
化
に
よ
っ

て
、
歴
史
的
必
然
と
し
て
到
来
す
る
。
彼
の
政
治
思
想
に
お
い
て
地
方
自
治
や
陪
審
制
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
身
近
な

《
人
為
》
を
通
し
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
《
自
然
》
性
を
抑
え
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
に
お
い
て
興

味
深
い
点
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
こ
そ
が
元
来
《
人
為
》
で
あ
っ
た
は
ず
の
「
社
会
」
を
《
自
然
》
へ
と
変
質
さ
せ
て
し
ま
っ
た
要
因
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
自
治
の
導
入
と
い
っ
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
徹
底
を
通
し
て
、
こ
の
問
題
を
克
服
し
よ
う
と
試
み
た
点
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
は
《
人
為
》
と
《
自
然
》
の
二
つ
の
要
素
が
内
包
さ
れ
て
お
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
事
態
の
打
開
を
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
こ
の
両
義
性
に
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。

二
巻
に
及
ぶ
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
は
こ
の
よ
う
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
険
性
と
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
た
著
作
で
あ
っ
た

が
、
歴
史
の
進
展
は
こ
の
大
著
で
も
取
り
扱
い
き
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
「
経
済
」
と
い
う
新
種
の
《
自
然
》
を
誕
生
さ
せ
る
。「
経

済
」
も
ま
た
元
は
《
人
為
》
で
あ
っ
た
が
、
近
代
以
降
の
急
拡
大
を
経
て
《
自
然
》
へ
と
変
質
す
る
。
自
律
性
を
手
に
入
れ
た
「
経
済
」

は
貧
困
や
格
差
等
を
生
み
出
し
、
そ
れ
ら
が
「
社
会
」
問
題
と
し
て
浮
上
す
る
。
こ
こ
で
「
経
済
」
と
「
社
会
」
と
い
う
二
つ
の
《
自

然
》
が
一
体
化
し
、《
人
為
》
で
あ
る
政
治
に
と
っ
て
の
危
機
は
乗
数
的
に
増
大
す
る
。
こ
の
事
態
に
対
し
て
、
サ
ン
＝
シ
モ
ニ
ア
ン
は

再
組
織
化
と
い
う
工
学
的
発
想
に
基
づ
い
て
、《
人
為
》
が
《
自
然
》
に
抵
抗
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
だ
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
地
方
自
治

四
一
八
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の
重
視
と
い
っ
た
従
来
か
ら
の
主
張
に
加
え
、
あ
え
て
持
論
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
社
会
政
策
を
提
示
す
る
こ
と
で
「
社
会
―
経
済
」
と
い

う
新
た
に
現
わ
れ
た
巨
大
な
《
自
然
》
と
対
峙
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
。
こ
れ
は
、「
政
治
」
が
《
自
然
》
と
し
て
の
「
社
会
―
経
済
」

に
能
動
的
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、《
人
為
》
の
優
位
性
の
確
立
を
目
指
す
戦
略
だ
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
こ
に
は

サ
ン
＝
シ
モ
ニ
ア
ン
の
よ
う
な
「
政
治
」
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
る
設
計
主
義
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
前
述
の
社
会
政
策
も
、
政
府
が
直
接
的

に
人
々
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
人
々
の
自
発
性
を
鼓
吹
す
る
よ
う
な
内
容
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

政
府
に
よ
る
過
度
の
介
入
に
警
戒
感
を
抱
く
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
、
こ
の
政
策
案
は
「
政
治
」
と
「
社
会
―
経
済
」
の
バ
ラ
ン
ス
を
考

慮
し
た
上
で
許
容
す
る
こ
と
の
で
き
る
最
大
限
の
も
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
多
く
の
体
制
派
自
由
主
義
者
は
そ
の
程
度
の
社
会
政
策
す
ら
講
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
「
社
会
」
と
は
依
然

と
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
労
働
者
た
ち
に
対
し
て
は
旧
来
の
「
政
治
」
的
手
法
に
よ
っ
て
対
応
す
れ
ば
事
足

り
る
と
い
う
見
通
し
の
甘
さ
が
あ
っ
た
。
一
八
四
八
年
一
月
二
七
日
に
行
わ
れ
た
議
会
演
説
に
お
い
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
彼
ら
の
誤
謬
を

厳
し
く
批
判
し
た

（
56
）

。

労
働
者
階
級
の
な
か
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
今
日
、
彼
ら
が
静
穏
な
の
は
私
も
承
知
し
て
い
ま
す
。

彼
ら
は
政
治
的
情
熱
と
い
わ
れ
る
も
の
自
体
に
、
か
つ
て
と
同
じ
よ
う
に
ゆ
り
動
か
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
り

ま
す
。
し
か
し
彼
ら
の
政
治
的

0

0

0

と
い
わ
れ
る
情
熱
が
社
会
的

0

0

0

に
な
っ
た
の
を
御
存
知
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
少
し
ず
つ
彼
ら
の
抱

く
意
見
や
考
え
方
の
な
か
に
拡
が
っ
て
お
り
、
た
だ
単
に
あ
れ
こ
れ
の
法
律
、
内
閣
、
政
府
と
い
っ
た
も
の
を
打
倒
す
る
と
い
う
よ
う

な
考
え
方
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
打
倒
す
べ
き
は
社
会
だ
と
い
う
こ
と
、
社
会
を
そ
の
社
会
が
立
脚
し
て
い
る
基
礎
か

四
一
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ら
ゆ
り
動
か
す
こ
と
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
お
わ
か
り
で
し
ょ
う
か
。
毎
日
彼
ら
の
世
界
で
言
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
聞
か
れ
た
こ
と
が
お
あ
り
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
は
人
び
と
が
、
彼
ら
よ
り
上
層
の
者
た
ち
は
彼
ら
を
統
治
す

る
能
力
を
失
い
、
そ
の
資
格
も
な
く
な
っ
て
い
る
と
、
く
り
返
し
語
っ
て
い
る
の
を
お
聞
き
に
な
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
こ

れ
ま
で
世
界
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
富
の
分
割
は
正
義
に
反
す
る
と
か
、
所
有
は
公
正
で
は
な
い
基
盤
の
上
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と

い
っ
た
こ
と
が
、
た
え
ず
言
わ
れ
て
い
る
の
を
御
存
知
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
こ
う
し
た
見
解
が
根
を
下
ろ
し
た
と
き
、
そ

れ
が
ほ
と
ん
ど
全
般
的
な
や
り
方
で
広
ま
っ
て
い
き
、
大
衆
の
底
辺
に
ま
で
浸
透
し
て
い
っ
た
と
き
、
遅
か
れ
早
か
れ
引
き
起
こ
さ
れ

る
の
は
、
そ
れ
が
い
つ
ま
た
い
か
に
し
て
か
は
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
遅
か
れ
早
か
れ
最
も
恐
る
べ
き
革
命
が
引
き
起
こ
さ
れ
る

に
違
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
お
信
じ
に
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か

（
57
）

。

 

〔
傍
点
は
本
稿
執
筆
者
に
よ
る
〕

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
警
告
は
結
局
役
に
立
た
な
か
っ
た
。
こ
の
演
説
か
ら
一
か
月
も
経
た
な
い
う
ち
に
、
二
月
革
命
が
発
生
し
、
七
月
王
政

は
終
焉
す
る
。
二
月
革
命
に
あ
た
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
自
ら
と
同
じ
改
革
派
自
由
主
義
者
た
ち
と
連
携
し
、
ギ
ゾ
ー
を
追
い
詰
め
る
議
事

日
程
を
作
成
し
、
二
月
革
命
の
発
生
を
事
実
上
手
助
け
し
た

（
58
）

。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
自
ら
が
自
由
と
い
う
概
念
を
尊
重
す
る
よ
う
に
な
っ
た
理

由
と
し
て
、「
私
は
若
い
頃
、
自
由
を
再
び
と
り
も
ど
し
て
繁
栄
に
向
か
い
偉
大
さ
を
再
現
し
た
よ
う
に
見
え
た
社
会
の
中
で
、
最
も
す

ば
ら
し
い
年
月
を
す
ご
し
た
。
私
は
そ
の
な
か
で
、
中
庸
を
え
た
自
由
の
理
念
、
逸
脱
す
る
こ
と
な
く
信
仰
と
良
俗
と
法
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
た
自
由
の
理
念
を
抱
く
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
自
由
の
魅
力
に
心
を
奪
わ
れ
た
。
自
由
は
私
の
生
涯
を
通
じ
て
の
情
熱

と
な
っ
た

（
59
）

」
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
時
代
と
は
す
な
わ
ち
、
ギ
ゾ
ー
ら
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
復
古
王
政
末
期
の
改
革

四
二
〇
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運
動
と
そ
の
後
の
七
月
王
政
の
こ
と
で
あ
る
。
若
き
日
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
ギ
ゾ
ー
の
講
義
に
通
い
、
ギ
ゾ
ー
の
掲
げ
た
自
由
の
理
念
と
文

明
観
に
強
い
影
響
を
受
け
た
。
け
れ
ど
も
、
政
治
家
時
代
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
そ
れ
と
は
裏
腹
に
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
ギ
ゾ
ー
と
対
立
す
る
立

場
に
身
を
置
き
続
け
た
。
そ
の
大
き
な
理
由
は
、「
社
会
」、「
政
治
」、
そ
し
て
「
経
済
」
を
巡
る
見
解
の
相
違
に
あ
る
。
一
九
世
紀
の
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
最
大
の
問
題
は
「
社
会
」
で
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
問
題
が
最
終
的
に
は
「
社
会
」
に
帰
着
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
に
対

す
る
見
解
の
違
い
は
政
治
的
立
場
を
隔
て
る
の
に
十
分
過
ぎ
る
理
由
を
与
え
た
。

さ
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
自
身
も
手
を
貸
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
二
月
革
命
だ
が
、
彼
は
革
命
騒
ぎ
に
狂
奔
す
る
民
衆
の
姿
を
見
な
が

ら
、
自
由
の
「
最
終
的
な
敗
北

（
60
）

」
だ
と
い
う
評
価
を
こ
の
革
命
に
下
し
て
い
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
二
月
革
命
は
七
月
王
政
期
に
お
け
る

政
治
家
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
努
力
を
否
定
す
る
よ
う
な
革
命
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
再
び
政
治
家
と
し
て
の
活
動
に
邁
進
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
憲
法
制
定
議
会
議
員
に
選
出
さ
れ
、
さ
ら
に
実
際
に
憲
法
案
を
作
成
す
る
憲
法
起
草
委
員
会
に
も
選
ば
れ
る
。
そ
れ
に

あ
た
っ
て
、
発
生
し
て
し
ま
っ
た
事
態
に
対
し
て
は
そ
れ
を
従
容
と
受
け
容
れ
る
性
格
が
作
用
し
た
の
か
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
か
つ
て
は

立
憲
君
主
制
よ
り
も
不
安
定
で
自
由
に
と
っ
て
も
決
し
て
プ
ラ
ス
と
は
い
え
な
い
と
考
え
て
い
た
共
和
政
を
、
新
た
な
政
治
体
制
と
し
て

「
真
剣
に
な
っ
て
」
採
用
し
よ
う
と
努
力
し
た

（
61
）

。

憲
法
起
草
委
員
会
に
お
け
る
彼
の
主
要
な
主
張
点
は
、
地
方
分
権
の
推
進
、
二
院
制
議
会
の
設
置
、
そ
し
て
間
接
選
挙
に
よ
る
大
統
領

選
出
で
あ
っ
た

（
62
）

。
地
方
分
権
は
市
民
自
治
の
大
前
提
で
あ
り
、
彼
の
政
治
思
想
に
お
い
て
も
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る

が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
破
壊
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
唯
一
の
制
度

（
63
）

」
で
あ
る
中
央
集
権
を
好
む
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
風
土
に
分
権
化
の

推
進
は
頓
挫
す
る
。
ま
た
、
二
院
制
は
、
革
命
直
後
の
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
は
階
級
制
の
色
濃
い
イ
ギ
リ
ス
政
治
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で

四
二
一
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あ
り
、
ま
た
大
革
命
以
来
の
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
理
念
で
あ
る
一
体
的
な
国
民
主
権
の
理
念
に
と
っ
て
の
脅
威
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
こ

れ
も
却
下
さ
れ
る
。
そ
し
て
間
接
選
挙
に
よ
る
大
統
領
選
出
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
直
接
選
挙
に
よ
っ
て
大
統
領
が
選
出
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
直
接
選
挙
に
よ
る
大
統
領
選
出
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
主
要
な
特
徴
で
あ
る
多
数
の
絶
対
性

を
一
個
人
に
体
現
さ
せ
て
独
裁
へ
の
可
能
性
を
拓
く
き
わ
め
て
危
険
な
制
度
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
選
出
段
階
で
間
接

選
挙
を
採
用
す
る
こ
と
で
大
統
領
の
権
威
を
減
じ
、
さ
ら
に
再
選
を
禁
止
す
る
こ
と
で
そ
れ
を
確
実
な
も
の
に
す
る
こ
と
を
考
え
た
が
、

そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
第
二
共
和
制
に
お
い
て
も
、
憲
法
起
草
と
い
う
絶
好
の
機
会

を
手
に
し
な
が
ら
も
、
自
ら
の
理
念
を
具
体
化
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
自
由
主
義
者
の
政
治
体
制
で
あ
る
七

月
王
政
に
引
き
続
き
、
そ
し
て
共
和
主
義
者
の
政
治
体
制
で
あ
る
第
二
共
和
制
に
お
い
て
も
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
理
念
が
受
け
入
れ
ら
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
新
た
な
憲
法
に
則
っ
た
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
、
少
し
前
ま
で
指
名
手
配
犯
で
あ
っ
た
ル
イ
＝
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト

L
ouis-N

apoléon B
onaparte

（
一
八
〇
八
│
一
八
七
三
）
が
大
統
領
に
選
ば
れ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
「
共
和
国
の
最
悪
の
終
着
点

（
64
）

」
と
呼

ん
だ
こ
の
人
物
は
、
全
得
票
数
の
七
四
・
二
％
に
当
た
る
五
五
三
万
票
を
獲
得
す
る
と
い
う
圧
倒
的
な
勝
利
を
飾
る
。
彼
は
大
統
領
に
就

任
す
る
と
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
的
な
国
家
建
設
を
目
指
す
が
、
こ
れ
に
対
し
て
社
会
主
義
に
対
す
る
拒
否
感
が
強
い
議
会
は
抵
抗
し
、
立

法
部
と
行
政
部
の
対
立
は
激
化
す
る
。
そ
し
て
こ
の
対
立
は
一
八
五
一
年
一
二
月
の
大
統
領
ク
ー
デ
タ
へ
と
至
り
、
翌
一
八
五
二
年
ル
イ

＝
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
と
し
て
帝
位
に
就
く
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
ル
イ
＝
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ク
ー
デ
タ
の
際
に
身
柄
を
一
時

的
に
拘
束
さ
れ
、
こ
れ
を
期
に
政
界
を
引
退
す
る
。
引
退
後
は
も
っ
ぱ
ら
絶
対
王
政
末
期
か
ら
革
命
に
か
け
て
の
政
治
・
社
会
状
況
の
研

究
に
励
み
、『
旧
体
制
と
大
革
命
』（
一
八
五
六
年
）
を
発
表
し
て
い
る
。
彼
が
死
去
し
た
の
は
そ
れ
か
ら
間
も
な
い
一
八
五
九
年
で
あ
っ
た
。

四
二
二
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お
わ
り
に

ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
は
社
会
や
政
治
に
関
す
る
鋭
い
分
析
力
と
深
い
思
索
力
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
が
政
治
家
と
し
て
自
身
の
考
え
方
を

現
実
化
す
る
腕
力
や
胆
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
疑
問
を
付
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
彼
に
は
ギ
ゾ
ー

の
峻
厳
さ
も
テ
ィ
エ
ー
ル
の
よ
う
な
厚
顔
も
、
ま
た
ル
イ
＝
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
大
胆
さ
も
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
加
え
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
常
に
孤
立
し
て
い
た
。
若
き
日
の
彼
は
、
正
統
王
朝
派
の
家
族
や
そ
の
周
囲
の
反
発
を
よ
そ
に
七
月

王
政
を
受
け
容
れ
る
。
七
月
王
政
期
に
お
い
て
は
、
そ
の
中
心
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
自
由
主
義
者
た
ち
と
多
く
の
点
で
考
え
を
共
有
し
な
が

ら
も
、
そ
れ
を
支
え
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
個
人
主
義
的
な
精
神
を
批
判
し
、
そ
の
指
導
者
で
あ
る
ギ
ゾ
ー
ら
を
攻
撃
し
た
。
そ
し
て
二

月
革
命
で
は
革
命
騒
ぎ
に
夢
中
に
な
る
民
衆
に
怒
り
を
覚
え
、
彼
ら
の
人
気
を
集
め
る
ル
イ
＝
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
対
し
て
警
戒
心
を
抱
き
続

け
る
。
政
体
の
転
変
の
激
し
い
一
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
孤
立
し
て
い
た
。
あ
ら

ゆ
る
政
治
体
制
が
試
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
そ
の
い
ず
れ
に
も
違
和
感
を
抱
い
て
い
た
。
こ
れ
は
優
れ
た
思
想
家
に
と
っ
て
の

宿
命
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
が
、
政
治
家
と
し
て
は
致
命
的
な
性
向
で
あ
る
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
生
き
た
時
代
は
、
そ
れ
ま
で
の
名
望
家
政
治
か
ら
普
通
選
挙
制
の
導
入
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
る
大
衆
政
治
へ
と
移
行
し

て
い
く
時
期
に
該
当
す
る
。
大
衆
政
治
の
時
代
に
登
場
す
る
の
が
、
後
に
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
ボ
ス
」
で
あ
る
。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
ボ
ス
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
政
治
原
則
や
主
義
を
持
た
ず
、
票
集
め
の
み
に
注
力
す
る
点
を
挙
げ
て
い
る

（
65
）

。
こ
の
ボ

ス
と
い
う
存
在
が
大
衆
政
治
に
お
け
る
成
功
者
像
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
そ
の
対
極
に
い
る
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
が
自
ら
の

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
中
で
展
開
し
て
い
る
の
は
、
歴
史
的
必
然
と
し
て
の
平
等
化
が
各
人
の
価
値
を
均
質
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら

四
二
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
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月
）

（
九
四
〇
）

さ
れ
る
大
衆
社
会
の
危
険
性
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
平
等
自
体
は
ひ
と
つ
の
理
想
で
あ
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
も
そ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
。

し
か
し
、
平
等
化
に
よ
っ
て
人
間
が
均
質
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
各
人
間
に
固
有
の
価
値
と
尊
厳
が
無
視
さ
れ
る
こ
と
で
も

あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
公
共
性
に
対
す
る
顧
慮
を
忘
れ
ず
、
市
民
と
し
て
の
主
体
性
を
自
覚
す
る
人
間
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
多
様
な
社

会
の
否
定
も
意
味
す
る
。

す
な
わ
ち
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
は
ボ
ス
と
い
う
存
在
が
依
拠
す
る
大
衆
社
会
を
否
定
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
の
で

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
彼
が
新
た
に
現
出
し
た
大
衆
社
会
に
お
い
て
政
治
家
と
し
て
の
成
功
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
っ
た
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
政
治
家
と
し
て
の
価
値
を
実
行
力
の
み
で
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
適
切
な
も
の
だ
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
か
。
思
想
家
や
研
究
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
み
な
ら
ず
、
政
治
家
に
も
、
社
会
や
政
治
、
経
済
の
あ
る
べ
き
姿
を
語
り
、
現
今
の

矛
盾
や
問
題
点
を
鋭
く
批
判
す
る
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
同
時
代
の
人
々
か
ら
の
反
発
を
受
け
る

危
険
性
が
常
に
内
在
し
て
い
る
。
だ
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
躊
躇
す
る
こ
と
な
く
そ
の
役
割
を
買
っ
た
。
確
か
に
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
ボ
ス
の
よ

う
な
政
治
家
に
は
な
れ
な
か
っ
た
が
、
社
会
の
木
鐸
と
し
て
の
政
治
家
の
役
割
は
十
分
に
果
た
し
た
。
い
わ
ば
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
孤
立
は
、

彼
が
そ
の
責
務
を
全
う
し
た
こ
と
の
証
明
で
あ
る
。

〔
本
稿
は
、
日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
二
〇
一
〇
│
二
〇
一
二
）
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー

（
一
）『
現
代
日
本
に
お
け
る
政
治
家
の
研
究
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
孤
立
す
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル　

一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
一
政
治
家
の

苦
闘
」
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。〕

四
二
四



デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
革
命
の
な
か
で　

政
治
家
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
肖
像
（
杉
本
）

（
九
四
一
）

（
1
） 

ア
ン
ド
レ
・
ジ
ャ
ル
ダ
ン
に
よ
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
評
伝
の
邦
訳
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
年
譜
（
邦
訳
者
に
よ
る
）
で
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
外
務
大

臣
を
辞
任
し
た
の
は
一
八
四
九
年
一
〇
月
三
一
日
と
さ
れ
て
い
る
が
〔
邦
訳
六
六
一
頁
〕」、
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
一
八
四
九
年

一
一
月
一
六
日
と
記
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
の
記
載
に
従
う
。F

rance D
iplom

atie, le 02/02/2012 

〈https://pastel.

diplom
atie.gouv.fr/editorial/archives/dossiers/160m

inistres/X
IX

em
eS

iecle/2deR
ep/04T

ocqueville.htm
l

〉.

（
2
） 

本
稿
に
お
け
る
歴
史
的
事
実
の
整
理
に
関
し
て
は
、
服
部
春
彦
／
谷
川
稔
編
著
『
フ
ラ
ン
ス
近
代
史　

│
ブ
ル
ボ
ン
王
朝
か
ら
第
五
共
和
政

へ
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
三
年
）、
服
部
春
彦
／
谷
川
稔
編
著
『
フ
ラ
ン
ス
近
代
史　

│
ブ
ル
ボ
ン
王
朝
か
ら
第
五
共
和
政
へ
』（
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
三
年
）、
谷
川
稔
／
渡
辺
和
行
編
著
『
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史　

│
国
民
国
家
形
成
の
彼
方
に
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
し
た
。
単
な
る
歴
史
的
事
実
の
確
認
の
際
に
は
特
に
引
用
を
示
す
こ
と
は
し
な
い
が
、
そ
の
中
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
特

筆
す
べ
き
解
釈
等
を
紹
介
す
る
場
合
は
適
宜
引
用
を
明
示
す
る
。

（
3
） 

宮
崎
揚
弘
『
フ
ラ
ン
ス
の
法
服
貴
族　

一
八
世
紀
ト
ゥ
ル
ー
ズ
の
社
会
史
』（
同
文
館
、
一
九
九
四
年
）
四
七
│
四
九
頁
。

（
4
） 

谷
川
／
渡
辺
編
、
前
掲
書
、
一
五
頁
。

（
5
） 

川
出
良
枝
『
貴
族
の
徳
、
商
業
の
精
神　

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
専
制
批
判
の
系
譜
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
）
一
六
頁
。

（
6
） D

A
I, p. 362.

〔
邦
訳
第
一
巻
（
下
）
二
五
七
頁
〕。

（
7
） D

A
I, p. 364.

〔
邦
訳
第
一
巻
（
下
）
二
五
九
頁
〕。

（
8
） 

川
出
、
前
掲
書
、
一
八
頁
。

（
9
） 

木
崎
喜
代
治
『
マ
ル
ゼ
ル
ブ　

フ
ラ
ン
ス
一
八
世
紀
の
一
貴
族
の
肖
像
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
）
一
八
一
頁
。

（
10
） A

ndre Jardin, A
lexis de T

ocqueville, 1805-1859 

（P
aris, H

achette, 1984

）, p. 14.

〔
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ャ
ル
ダ
ン
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
伝
』

大
津
真
作
訳
（
晶
文
社
、
一
九
九
四
年
）
二
〇
頁
〕。

（
11
） 

一
般
に
「
正
統
王
朝
派
」
と
い
う
言
葉
は
、
七
月
革
命
に
よ
っ
て
王
位
に
つ
い
た
ブ
ル
ボ
ン
家
の
支
流
で
あ
る
オ
ル
レ
ア
ン
家
に
対
し
て
、
ブ

ル
ボ
ン
本
家
に
よ
る
王
朝
を
支
持
す
る
人
々
を
指
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
復
古
王
政
期
に
は
使
用
さ
れ
な
い
。

た
だ
、
本
稿
で
は
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
ブ
ル
ボ
ン
朝
を
支
持
す
る
勢
力
に
つ
い
て
は
正
統
王
朝
派
と
い
う
語
を
一
貫
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

四
二
五
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二
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（
12
） H

ugh B
rogan, A

lexis d
e T

ocqu
eville, A

 L
ife 

（N
ew

 H
eaven, Y

ale U
niversity P

ress, 2006

）, p. 51.
（
13
） 

本
稿
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
お
よ
び
神
学
に
関
す
る
整
理
に
あ
た
っ
て
は
、
大
貫
隆
他
編
『
岩
波
キ
リ
ス
ト
教
辞
典
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
し
た
。

（
14
） 
ウ
ル
ト
ラ
モ
ン
タ
ニ
ス
ム
を
掲
げ
る
イ
エ
ズ
ス
会
と
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
に
立
つ
フ
ラ
ン
ス
王
権
は
対
立
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、

実
際
の
状
況
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
王
権
神
授
説
の
理
論
化
に
貢
献
し
た
ボ
シ
ュ
エ
は
イ
エ
ズ
ス
会
の
学
校
で
教
育
を
受

け
、
そ
の
後
も
イ
エ
ズ
ス
会
関
係
者
と
の
関
係
は
長
く
続
い
て
い
た
。
ま
た
、
三
四
年
間
と
い
う
長
き
に
わ
た
り
ル
イ
一
四
世
の
聴
罪
司
祭
を
務
め

た
ラ
＝
シ
ェ
ー
ズ
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
で
あ
っ
た
。
イ
エ
ズ
ス
会
と
王
権
、
そ
し
て
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
の
関
係
は
宗
教
問
題
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
政

治
状
況
も
絡
む
複
雑
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。

（
15
） 

イ
ザ
ベ
ル
・
ブ
リ
ア
ン
「
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム　

厳
格
主
義
の
誘
惑
と
反
抗
の
心
性
の
あ
い
だ
で
」
ア
ラ
ン
・
コ
ル
バ
ン
『
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史　

現
代
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
』
浜
名
優
美
監
訳
、
藤
本
拓
也
／
渡
辺
優
訳
（
藤
原
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
所
収
、
三
七
二
頁
。

（
16
） 

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ
ン
ガ
ー
ド
『
イ
エ
ズ
ス
会
の
歴
史
』
岡
安
喜
代
／
村
井
則
夫
訳
、
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
監
修
（
原
書
房
、
二
〇
〇
四

年
）
三
六
九
│
三
七
〇
頁
。

（
17
） 

ブ
リ
ア
ン
に
よ
る
と
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
に
は
信
教
の
権
利
擁
護
と
反
抗
の
精
神
性
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、
そ
れ
が
示
さ
れ
た
の
が
一
七
五
〇

年
代
で
あ
っ
た
（
ブ
リ
ア
ン
、
前
掲
、
三
七
四
│
三
七
六
頁
）。
当
時
の
パ
リ
大
司
教
は
聖
体
拝
領
を
受
け
る
条
件
と
し
て
教
皇
勅
書
に
好
意
的
な

司
祭
が
署
名
し
た
告
解
証
明
書
を
求
め
た
が
、
こ
れ
は
事
実
上
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
の
排
除
を
意
味
し
て
お
り
、
聖
職
者
と
国
王
に
対
す
る
反
発
へ
と

つ
な
が
っ
た
。
こ
の
事
態
を
受
け
た
高
等
法
院
は
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
側
に
立
つ
。
法
の
守
護
者
を
自
認
し
て
い
た
彼
ら
は
、
違
法
に
権
力
を
濫
用
す

る
一
個
人
（
ロ
ー
マ
教
皇
や
フ
ラ
ン
ス
国
王
）
の
権
力
を
妨
げ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
ジ
ャ
ン
セ

ニ
ス
ム
と
い
う
言
葉
は
宗
教
的
な
意
味
だ
け
で
な
く
、
政
治
的
な
意
味
も
含
ん
で
い
た
。

（
18
） Jardin, pp. 44-45.

〔
邦
訳
五
四
│
五
五
頁
〕。

（
19
） B

rogan, pp. 5-6.

（
20
） 

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
十
代
の
頃
に
ル
ソ
ー
や
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
を
読
ん
で
「
全
般
的
懐
疑
」（doute universel

）
に
襲
わ
れ
た
と
記
し
て
い
る
こ
と

四
二
六
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治
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の
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杉
本
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（
九
四
三
）

〔O
C
, X

V
-2, pp. 813-816

〕
等
も
あ
り
、
彼
は
信
仰
を
持
ち
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
だ
が
、
信
仰
と
い
う
も

の
自
体
の
定
義
が
困
難
で
あ
る
以
上
、
信
仰
の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
難
し
い
。
た
と
え
ば
、
信
仰
の
前
提
と
な
る
の
は
懐
疑
と
無
意

味
性
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
定
義
は
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
に
、
究
極
的
に
は
信
仰
を
定
義
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
語
る

パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
立
場
に
立
て
ば
〔
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
『
生
き
る
勇
気
』
大
木
英
夫
訳
（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
五
年
）

二
六
七
│
二
六
八
頁
〕、
宗
教
に
関
す
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
煩
悶
の
う
ち
に
真
の
信
仰
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
ト
ク

ヴ
ィ
ル
の
信
仰
の
問
題
を
「
信
仰
心
は
あ
っ
た
か
否
か
」
と
い
う
単
純
な
問
い
に
還
元
す
る
こ
と
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
21
） A

R
, p. 122.

〔
邦
訳
二
二
二
頁
〕。

（
22
） S

, pp. 866-867.
〔
邦
訳
二
八
三
頁
〕。

（
23
） Jardin, pp. 354-356.
〔
邦
訳
四
一
一
│
四
一
四
頁
〕。

（
24
） D

A
I, p. 7.

〔
邦
訳
第
一
巻
（
上
）
一
四
頁
〕。

（
25
） Jardin, pp. 213-218.

〔
邦
訳
二
五
〇
│
二
五
三
頁
〕。

（
26
） A

cadém
ie française, le 12/02/2012　

〈http://w
w
w
.academ

ie-francaise.fr/im
m
ortels/base/academ

iciens/fiche.

asp?param
=379

〉.

（
27
） A

cadém
ie des sciences m

orales et politiques, le 12/02/2012 

〈http://w
w
w
.asm

p.fr/fiches_academ
iciens/decede/

T
O
C
Q
U
E
V
IL

L
E
.htm

〉.

（
28
） 

道
徳
・
政
治
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
イ
ギ
リ
ス
流
の
「
政
治
経
済
学
」（économ

ie politique

）
に
対
抗
し
て
、
伝
統
的
な
社
会
的
紐
帯
の
重

要
性
を
主
張
し
た
「
社
会
経
済
学
」（économ

ie sociale

）
派
の
牙
城
と
な
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
や
家
父
長
的
家
族
、
宗
教
組
織
、

そ
し
て
共
済
組
合
等
の
中
間
集
団
の
重
要
性
を
主
張
し
て
い
た
〔
田
中
拓
道
『
貧
困
と
共
和
国　

社
会
的
連
帯
の
誕
生
』（
人
文
書
院
、
二
〇
〇
六

年
）
一
五
│
一
七
頁
〕。

（
29
） B

rogan p. 105./ p. 115.

（
30
） 

た
と
え
ば
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
・
ジ
ス
カ
ー
ル
＝
デ
ス
タ
ン
は
小
説
も
物
に
し
て
、
二
〇
〇
三
年
に
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
同
様
に
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ

四
二
七



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
九
四
四
）

ン
セ
ー
ズ
会
員
に
選
出
さ
れ
て
い
る
〔A

cadém
ie française, le 12/02/2012 

〈http://w
w
w
.academ

ie-francaise.fr/im
m
ortels/base/

academ
iciens/fi che.asp?param

=706

〉〕。
近
年
で
も
首
相
等
を
務
め
た
ド
ミ
ニ
ク
・
ド
＝
ヴ
ィ
ル
パ
ン
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
伝
記
を
、
ジ
ス
カ
ー

ル
の
流
れ
を
継
承
す
る
中
道
右
派
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
バ
イ
ル
ー
は
ア
ン
リ
四
世
の
浩
瀚
な
評
伝
を
発
表
し
て
い
る
。

（
31
） 
斎
藤
眞
『
ア
メ
リ
カ
と
は
何
か
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
五
年
）
二
八
一
│
二
八
二
頁
。

（
32
） 

斎
藤
、
前
掲
書
、
二
九
〇
│
二
九
六
頁
。

（
33
） 

ち
な
み
に
現
代
の
フ
ラ
ン
ス
で
も
民
衆
に
は
強
い
反
エ
リ
ー
ト
感
情
は
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
反
知
性
主
義
・
反
主
知
主
義
で
は
な
い
。
フ
ラ

ン
ス
の
エ
リ
ー
ト
と
い
え
ば
「
グ
ラ
ン
ゼ
コ
ー
ル
」（G

randes É
coles

）
を
卒
業
し
た
高
級
官
僚
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
が
、
政
・
財
・
官
・
学
・

文
・
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
お
お
よ
そ
全
て
に
お
い
て
指
導
的
役
割
を
果
し
て
い
る
彼
ら
に
対
す
る
一
般
民
衆
の
反
発
は
強
い
〔
軍
司

泰
史
『
シ
ラ
ク
の
フ
ラ
ン
ス
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
三
年
）
六
四
│
六
九
頁
〕。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
生
き
た
一
九
世
紀
前
半
の
段
階
で
は
ま
だ
グ
ラ
ン

ゼ
コ
ー
ル
の
数
も
少
な
く
、
そ
の
出
身
者
が
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
支
配
的
立
場
に
君
臨
す
る
と
い
う
状
態
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ち
な
み

に
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
パ
リ
大
学
（
私
法
専
攻
）
を
卒
業
し
て
い
る
。

（
34
） 

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
『
ア
メ
リ
カ
の
反
知
性
主
義
』
田
村
哲
夫
訳
（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
一
五
四
頁
。

（
35
） 

髙
山
裕
二
「
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
ロ
マ
ン
主
義　

ア
メ
リ
カ
旅
行
の
自
然
観
」（『
政
治
思
想
研
究
』
第
七
号
、
二
〇
〇
七
年
）
三
四
一
│

三
四
三
頁
。

（
36
） D

A
I, p. 18.

〔
邦
訳
第
一
巻
（
上
）
三
〇
│
三
一
頁
〕。

（
37
） G

eorge A
rm

strong K
elly, T

h
e H

u
m

an
 C

om
ed

y, C
on

stan
t, T

ocqu
eville, an

d
 F

ren
ch

 L
iberalism

 

（C
am

bridge, C
am

bridge 

U
niversity P

ress, 2006

）, pp. 17-19.

（
38
） S

, p. 777.

〔
邦
訳
一
一
〇
頁
〕。

（
39
） Jardin, p. 270.

〔
邦
訳
三
一
四
頁
〕。

（
40
） 

デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
『
パ
リ　

モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
首
都
』
大
城
直
樹
／
遠
城
明
雄
訳
（
青
土
社
、
二
〇
〇
六
年
）
五
〇
│
五
五
頁
。

（
41
） S

, p. 729.

〔
邦
訳
一
八
頁
〕。

四
二
八



デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
革
命
の
な
か
で　

政
治
家
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
肖
像
（
杉
本
）

（
九
四
五
）

（
42
） B

rogan, p. 312.　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
居
を
構
え
た
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
通
り
一
二
番
地
は
、
下
院
が
開
設
さ
れ
て
い
た
ブ
ル
ボ
ン
宮
殿
の
す
ぐ
裏
に

あ
る
。

（
43
） 
西
洋
政
治
史
お
よ
び
政
治
思
想
史
に
お
い
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
言
葉
が
長
く
悪
い
意
味
で
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
比
較
的
早
い
時
期
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
言
葉
の
印
象
が
肯
定
的
な
も
の
へ
と
変
化
し
た
が
、
そ
れ
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
ア
メ

リ
カ
を
訪
問
し
た
一
八
三
〇
年
代
で
あ
っ
た
〔
斎
藤
、
前
掲
書
、
二
一
│
二
二
頁
〕。
そ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、『
ア

メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
と
い
う
著
作
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て
き
わ
め
て
挑
発
的
な
本
で
あ
っ
た
。

（
44
） Jardin, pp. 218-219.

〔
邦
訳
二
五
四
│
二
五
五
頁
〕。
た
だ
、
ロ
ワ
イ
エ
＝
コ
ラ
ー
ル
は
「
廉
直
な
ふ
る
ま
い
を
保
証
す
る
魂
の
高
潔
さ
の

よ
う
な
も
の
が
欠
け
て
い
ま
す
」〔Jardin, p. 289

（
邦
訳
三
三
七
頁
）〕
と
し
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
性
格
に
不
安
も
感
じ
て
い
た
。

（
45
） 

ア
メ
リ
カ
革
命
の
特
徴
を
「
政
治
」
的
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
特
徴
を
「
社
会
」
的
と
理
解
し
て
、
こ
れ
ら
を
対
照
的
に
考
察
し
て
い
る
代
表
的

な
著
作
と
し
て
は
、
や
は
り
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
『
革
命
に
つ
い
て
』
志
水
速
雄
訳
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
五
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
46
） 

共
和
派
の
重
視
し
た
「
世
論
」
だ
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
公
共
性
を
考
慮
し
た
「
輿
論
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
世
紀
に
入
る
と
公

共
性
と
い
う
概
念
は
次
第
に
国
民
国
家
と
一
体
化
し
て
い
く
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
そ
の
結
び
付
き
が
最
高
度
に
達
す
る
の
は
共
和
主
義
者
に
よ

る
共
和
制
と
で
も
い
う
べ
き
第
三
共
和
制
に
お
い
て
で
あ
っ
た
〔
詳
し
く
は
ベ
ル
ナ
ー
ル
＝
ア
ン
リ
・
レ
ヴ
ィ
『
フ
ラ
ン
ス
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
内

田
樹
訳
（
国
文
社
、
一
九
八
九
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
〕。

（
47
） 

藤
原
孝
「
フ
ラ
ン
ス
市
民
社
会
の
成
立
と
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
革
命
観
」（『
政
経
研
究
』
第
二
八
巻
第
一
号
、
一
九
九
一
年
）
一
五
七
│
一
六
一

頁
。

（
48
） 

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ギ
ゾ
ー
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
史　

ロ
ー
マ
帝
国
の
崩
壊
よ
り
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
い
た
る
』
安
士
正
夫
訳
（
み
す
ず
書
房
、

二
〇
〇
六
年
）
二
│
二
一
頁
お
よ
び
二
七
一
頁
。

（
49
） P

ierre R
osanvallon, “G

uizot,” in F
rançois F

uret and M
ona O

zouf eds., D
iction

n
aire critiqu

e d
e la R

évolu
tion

 fran
çaise 

（P
aris, F

lam
m
arion, 1988

）, p. 972. 

〔
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
ザ
ン
ヴ
ァ
ロ
ン
「
ギ
ゾ
ー
」
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ュ
レ
／
モ
ナ
・
オ
ズ
ー
フ
『
フ
ラ
ン
ス

革
命
辞
典
』
第
七
巻
（
歴
史
家
）、
河
野
健
二
／
阪
上
孝
／
富
永
茂
樹
監
訳
（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
所
収
、
二
二
頁
〕。

四
二
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
九
四
六
）

（
50
） P

ierre R
osanvallon, L

e m
om

en
t G

u
izot 

（P
aris, É

ditions G
allim

ard, 1985

）, p. 94.
（
51
） P

ierre M
anent, H

istoire in
tellectu

elle d
u

 liberalism
, D

ix leçon
s 

（P
aris, H

achette L
ittératures, 1987

）, p. 209.

〔
ピ
エ
ー

ル
・
マ
ナ
ン
『
自
由
主
義
の
政
治
思
想
』
高
橋
誠
／
藤
田
勝
次
郎
訳
（
新
評
論
、
一
九
九
五
年
）
二
一
一
頁
〕。

（
52
） 
宇
野
重
規
「
代
表
制
の
政
治
思
想
史　

三
つ
の
危
機
を
中
心
に
」（『
社
会
科
学
研
究
』
第
五
二
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
二
頁
。

（
53
） O

C
, III-2, pp. 742-744.

（
54
） D

A
II, p. 823.

〔
邦
訳
第
二
巻
（
下
）
二
三
七
頁
〕。

（
55
） 

宇
野
重
規
「
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
ネ
オ
・
ト
ク
ヴ
ィ
リ
ア
ン　

フ
ラ
ン
ス
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
過
去
と
現
在
」
三
浦
信
孝
編
『
自
由
論
の
討
議
空
間　

フ
ラ
ン
ス
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
系
譜
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
所
収
、
二
二
一
頁
。

（
56
） 

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
回
想
録
で
は
一
八
四
八
年
一
月
二
九
日
に
演
説
を
行
っ
た
と
あ
る
が
〔S

, p. 735.

（
邦
訳
三
〇
頁
）〕、
実
際
に
は
同
年
一
月

二
七
日
行
わ
れ
て
い
る
。

（
57
） S

, pp. 735-736.

〔
邦
訳
三
一
│
三
二
頁
〕。

（
58
） Jardin, pp. 383-384.

〔
邦
訳
四
四
六
│
四
四
七
頁
〕。

（
59
） S

, p. 779.

〔
邦
訳
一
一
四
頁
〕。

（
60
） S

, p. 781.

〔
邦
訳
一
一
八
頁
〕。

（
61
） 

こ
こ
で
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
「
共
和
制
」（gouvernem

ent républicain

）
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、「
選
挙
に
よ
る
執
行
権
力
」（pouvoir 

exécutif électif

）
に
よ
っ
て
率
い
ら
れ
る
政
治
体
制
の
こ
と
で
あ
る
〔S

, pp. 897-898.

（
邦
訳
三
四
〇
│
三
四
一
頁
）〕。

（
62
） 

杉
本
竜
也
「
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
フ
ラ
ン
ス
二
月
革
命　

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
革
命
・
自
由
」（『
政
治
思
想
研
究
』
第
九
号
、
二
〇
〇
九
年
）
二
一
九

│
二
二
三
頁
。

（
63
） S

, p. 873.

〔
邦
訳
二
九
四
頁
〕。

（
64
） S

, p. 962.

〔
邦
訳
四
六
一
頁
〕。

（
65
） 

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』
脇
圭
平
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
〇
年
）
六
七
頁
。

四
三
〇



デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
革
命
の
な
か
で　

政
治
家
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
肖
像
（
杉
本
）

（
九
四
七
）

「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
革
命
の
な
か
で
」
参
考
文
献
一
覧

【
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
著
作
】

T
ocqueville, A

lexis de, Œ
u

vres, B
iblioth

èqu
e d

e la P
léiad

e, t. 1-3 

（P
aris, G

allim
ard, 1991-2004

）

│
│, Œ

u
vres com

plètes 

（P
aris, G

allim
ard, 1951-

）

│
│, M

em
oir on

 P
au

perism
, D

oes P
u

blic C
h

arity P
rod

u
ce an

 Id
le an

d
 D

epen
d

en
t C

lass of S
ociety? 

（N
ew

 Y
ork, 

C
osim

o C
lassics, 2005

）

│
│  

『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
第
一
巻
（
上
・
下
）
お
よ
び
第
二
巻
（
上
・
下
）、
松
本
礼
二
訳
（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
五
│

二
〇
〇
八
年
）

│
│  

『
旧
体
制
と
大
革
命
』
小
山
勉
訳
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
八
年
）

│
│  

『
フ
ラ
ン
ス
二
月
革
命
の
日
々  

ト
ク
ヴ
ィ
ル
回
想
録
』
喜
安
朗
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
八
年
）

〔
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
著
作
の
引
用
に
関
す
る
特
記
事
項
〕

　

・  

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
著
作
の
う
ち
、D

e la D
ém

ocratie en
 A

m
eriqu

e, t. 1-2 

（1835, 1840

） 

お
よ
びL’A

n
cien

 R
égim

e et la R
évolu

tion 

（1853-1856

）、S
ouvenirs 

（1850-1851
）
を
引
用
す
る
場
合
は
上
記
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
叢
書
を
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
ガ
リ
マ
ー
ル
社
発

行
の
全
集
を
使
用
す
る
。

　

・  

そ
の
際
、D

e la D
ém

ocratie en
 A

m
eriqu

e, t. 1-2 
お
よ
びL’A

n
cien

 R
égim

e et la R
évolu

tion

、
そ
し
てS

ouvenir

に
つ
い
て
は
、
そ

れ
ぞ
れD

A
I/II, A

R
, S

と
い
う
略
記
号
を
、
こ
れ
ら
以
外
に
ガ
リ
マ
ー
ル
版
全
集
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
はO

C

と
い
う
記
号
を
用
い
る
。

　

・
引
用
に
あ
た
っ
て
は
基
本
的
に
上
記
邦
訳
の
訳
文
を
採
用
す
る
が
、
表
記
の
統
一
を
図
る
た
め
に
適
宜
訳
語
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
る
。

【
著　

作
】

A
nceau, É

ric, L
es gran

d
s d

iscou
rs parlem

en
taires d

u
 X

IX
e siècle, D

e B
en

jam
in

 C
on

stan
t à A

d
olph

e T
h

iers, 1800-1870 

（P
aris, 

A
rm

and C
olin, 2005

）

四
三
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
九
四
八
）

ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
『
革
命
に
つ
い
て
』
志
水
速
雄
訳
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
五
年
）

バ
ン
ガ
ー
ト
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
『
イ
エ
ズ
ス
会
の
歴
史
』
岡
安
喜
代
／
村
井
則
夫
訳
、
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
監
修
（
原
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）

B
ayrou, F

rançois, H
en

ri IV
, le R

oi libre 

（P
aris, F

lam
m
arion, 1999

） 〔
幸
田
礼
雅
訳
『
ア
ン
リ
四
世　

自
由
を
求
め
た
王
』（
新
評
論
、

二
〇
〇
〇
年
）〕

B
rogan, H

u
gh

, A
lexis d

e T
ocqu

eville, A
 L

ife 

（N
ew

 H
aven, Y

ale U
niversity P

ress, 2006

）

福
井
憲
彦
編
『
フ
ラ
ン
ス
史
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）

福
沢
諭
吉
『
文
明
論
之
概
略
』
松
沢
弘
陽
校
注
（
岩
波
文
庫
、
一
九
六
二
年
）

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ギ
ゾ
ー
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
史　

ロ
ー
マ
帝
国
の
崩
壊
よ
り
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
い
た
る
』
安
士
正
夫
訳
（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
六

年
）

軍
司
泰
史
『
シ
ラ
ク
の
フ
ラ
ン
ス
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
三
年
）

ハ
ー
ヴ
ェ
イ
、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
『
パ
リ　

モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
首
都
』
大
城
直
樹
／
遠
城
明
雄
訳
（
青
土
社
、
二
〇
〇
六
年
）

服
部
春
彦
／
谷
川
稔
編
著
『
フ
ラ
ン
ス
近
代
史　

ブ
ル
ボ
ン
王
朝
か
ら
第
五
共
和
政
へ
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
三
年
）

ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
、
リ
チ
ャ
ー
ド
『
ア
メ
リ
カ
の
反
知
性
主
義
』
田
村
哲
夫
訳
（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）

Jardin, A
ndré, A

lexis d
e T

ocqu
eville, 1805-1859 

（P
aris, H

achette, 1984

）〔
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ャ
ル
ダ
ン
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
伝
』
大
津
真
作
訳

（
晶
文
社
、
一
九
九
四
年
）〕

川
出
良
枝
『
貴
族
の
徳
、
商
業
の
精
神　

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
専
制
批
判
の
系
譜
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
）

K
elly, G

eroge A
rm

strong, T
h

e H
u

m
an

 C
om

ed
y, C

on
stan

t, T
ocqu

eville, an
d

 F
ren

ch
 L

iberalism
 

（C
am

bridge, C
am

bridge 

U
niversity P

ress, 2006

）

菊
谷
和
宏
『「
社
会
」
の
誕
生　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
社
会
思
想
史
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
一
一
年
）

喜
安
朗
『
夢
と
反
乱
の
フ
ォ
ブ
ー
ル　

一
九
八
四
年
パ
リ
の
民
衆
運
動
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）

喜
安
朗
編
『
ド
ー
ミ
エ
風
刺
画
の
世
界
』（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
）

四
三
二



デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
革
命
の
な
か
で　

政
治
家
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
肖
像
（
杉
本
）

（
九
四
九
）

木
崎
喜
代
治
『
マ
ル
ゼ
ル
ブ　

フ
ラ
ン
ス
一
八
世
紀
の
一
貴
族
の
肖
像
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
）

レ
ヴ
ィ
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
＝
ア
ン
リ
『
フ
ラ
ン
ス
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
内
田
樹
訳
（
国
文
社
、
一
九
八
九
年
）

P
ierre M

anent, H
istoire in

tellectu
elle d

u
 liberalism

, D
ix leçon

s 

（P
aris, H

achette L
ittératures, 1987

）〔
ピ
エ
ー
ル
・
マ
ナ
ン
『
自

由
主
義
の
政
治
思
想
』
高
橋
誠
／
藤
田
勝
次
郎
訳
（
新
評
論
、
一
九
九
五
年
）〕

丸
山
真
男
『「
文
明
論
之
概
略
」
を
読
む
』
上
・
中
・
下
（
岩
波
新
書
、
一
九
八
六
年
）

松
本
礼
二
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
研
究　

家
族
・
宗
教
・
国
家
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
）

松
本
礼
二
／
三
浦
信
孝
／
宇
野
重
規
編
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
現
在
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）

マ
ク
グ
ラ
ス
、
Ａ
・
Ｅ
『
キ
リ
ス
ト
教
神
学
入
門
』
神
代
真
砂
実
訳
（
教
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）

三
浦
信
孝
編
『
自
由
論
の
討
議
空
間　

フ
ラ
ン
ス
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
系
譜
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）

宮
崎
揚
弘
『
フ
ラ
ン
ス
の
法
服
貴
族　

一
八
世
紀
ト
ゥ
ル
ー
ズ
の
社
会
史
』（
同
文
館
、
一
九
九
四
年
）

西
川
長
夫
『
フ
ラ
ン
ス
近
代
と
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ズ
ム
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
）

大
貫
隆
他
編
『
岩
波
キ
リ
ス
ト
教
辞
典
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）

プ
ル
ー
ス
ト
、
マ
ル
セ
ル
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
全
一
三
巻
、
鈴
木
道
彦
訳
（
集
英
社
文
庫
、
二
〇
〇
六
│
二
〇
〇
七
年
）

R
osanvallon, P

ierre, L
e m

om
en

t G
u

izot 

（P
aris, É

ditions G
allim

ard, 1985

）

斎
藤
眞
『
ア
メ
リ
カ
と
は
何
か
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
五
年
）

S
w
edberg, R

ichard, T
ocqu

eville’s P
olitical E

con
om

y 

（P
rinceton, P

rinceton U
niversity P

ress, 2009

）

田
中
拓
道
『
貧
困
と
共
和
国　

社
会
的
連
帯
の
誕
生
』（
人
文
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）

谷
川
稔
／
渡
辺
和
行
編
著
『
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史　

国
民
国
家
形
成
の
彼
方
に
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
、
パ
ウ
ル
『
生
き
る
勇
気
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
五
年
）

富
永
茂
樹
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル　

現
代
へ
の
ま
な
ざ
し
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
〇
年
）

V
illepin, D

om
inique de, L

es C
en

t-Jou
rs, ou

 l’esprit d
e sacrifi ce 

（P
aris, É

ditions P
errin, 2001

）

四
三
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
九
五
〇
）

W
atkins, S

halon B
., A

lexis d
e T

ocqu
eville an

d
 th

e S
econ

d
 R

epu
blic, 1848-1852, A

 S
tu

d
y in

 P
olitical P

ractice an
d

 P
rin

ciples 
（L

anham
, U

niversity P
ress of A

m
erica, 2003

）

ヴ
ェ
ー
バ
ー
、
マ
ッ
ク
ス
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』
脇
圭
平
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
〇
年
）

【
論
文
他
】

ブ
リ
ア
ン
、
イ
ザ
ベ
ル
「
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム　

厳
格
主
義
の
誘
惑
と
反
抗
の
心
性
の
あ
い
だ
で
」
コ
ル
バ
ン
、
ア
ラ
ン
編
『
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史　

現

代
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
』
浜
名
優
美
監
訳
、
藤
本
拓
也
／
渡
辺
優
訳
（
藤
原
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
所
収
、
三
七
二
│
三
七
六
頁

藤
原
孝
「
フ
ラ
ン
ス
市
民
社
会
の
成
立
と
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
革
命
観
」（『
政
経
研
究
』
第
二
八
巻
第
一
号
、
一
九
九
一
年
）
一
四
五
│
一
六
三
頁

長
谷
川
富
子
「『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
に
見
る
フ
ォ
ー
ブ
ー
ル
・
サ
ン
＝
ジ
ェ
ル
マ
ン　

│
ゲ
ル
マ
ン
ト
公
爵
夫
人
の
モ
ー
ド
を
通
し
て
」『
ガ

リ
ア
』（
第
四
〇
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
一
五
│
一
二
二
頁

R
osanvallon, P

ierre, “G
uizot,” in F

uret, F
rançois and O

zouf, M
ona eds., D

iction
n

aire critiqu
e d

e la R
évolu

tion
 fran

çaise 

（P
aris, 

F
lam

m
arion, 1988

）〔
ロ
ザ
ン
ヴ
ァ
ロ
ン
、
ピ
エ
ー
ル
「
ギ
ゾ
ー
」
フ
ュ
レ
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
／
オ
ズ
ー
フ
、
モ
ナ
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
辞
典
』
第
七

巻
（
歴
史
家
）、
河
野
健
二
／
阪
上
隆
／
富
永
茂
樹
監
訳
（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
所
収
、
一
三
│
二
三
頁
〕

杉
本
竜
也
「
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
フ
ラ
ン
ス
二
月
革
命　

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
革
命
・
自
由
」（『
政
治
思
想
研
究
』
第
九
号
、
二
〇
〇
九
年
）
二
〇
五
│

二
三
六
頁

│　
「
孤
立
す
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル　

一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
一
政
治
家
の
苦
闘
」（
日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（
二
〇
一
〇
│
二
〇
一
二
）
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
（
一
）『
現
代
日
本
に
お
け
る
政
治
家
の
研
究
』、
二
〇
一
二
年
）
四
│
二
四
頁

髙
山
裕
二
「
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
ロ
マ
ン
主
義　

ア
メ
リ
カ
旅
行
の
自
然
観
」（『
政
治
思
想
研
究
』
第
七
号
、
二
〇
〇
七
年
）
三
二
三
│
三
五
五
頁

田
中
嘉
彦
「
帝
国
議
会
の
貴
族
院　

大
日
本
帝
国
憲
法
下
の
二
院
制
の
構
造
と
機
能
」（『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
』N

o.718

、
二
〇
一
〇
年
）
四
七
│
七
三
頁

宇
野
重
規
「
代
表
制
の
政
治
思
想
史　

三
つ
の
危
機
を
中
心
に
」（『
社
会
科
学
研
究
』
第
五
二
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
五
│
三
六
頁

│　
「
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
ネ
オ
・
ト
ク
ヴ
ィ
リ
ア
ン　

フ
ラ
ン
ス
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
過
去
と
現
在
」
三
浦
信
孝
編
『
自
由
論
の
討
議
空
間　

フ
ラ
ン

四
三
四



デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
革
命
の
な
か
で　

政
治
家
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
肖
像
（
杉
本
）

（
九
五
一
）

ス
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
系
譜
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）

四
三
五




